
 - 1 - 

第１４日目（９月１４日） 

○議   長（峠 佳一君）  おはようございます。延会前に引き続き本会議を再開いた

します。 

○議   長  ただいまの出席議員数は２９名であります。直ちに本日の会議を開きます。 

○議   長  本日の日程は、一般会計決算審議とし一般会計決算審議を続行いたします。 

（午前９時３０分） 

○議   長  第８３号議案 平成２０年度南魚沼市一般会計決算認定についての歳出の

審議を続行いたします。第８款土木費の説明を求めます。 

○建設部長  それでは第８款土木費の説明をさせていただきます。土木費全体の支出額に

つきましては３４億５,１００万円ほどでございまして、執行率は９５.１パーセントでござい

ます。前年対比３億９,５００万円ほどの減ということでございます。ご存じのとおり昨年は

少雪ということで、本庁舎での降雪量が累計で４７３センチ、最高積雪につきましても７２

センチということで少雪だったということでございます。そのために除雪費の減がございま

したし、機械整備事業等の減がございました。 

そういうことで項目別にまた説明させていただきます。２４３、２４４ページからでござ

いますが、決算資料につきましては６５ページから６９ページでございます。２４４ページ

の１項の土木管理費１目の土木総務費については前年並みということでございます。 

次の２４５、２４６ページをお願いしたいと思います。これの第２項の第１目道路橋りょ

う総務費でございます。全体で７５８万７,０００円ほどの支出でございまして、前年度より

８９０万円ほど減になっております。この減の要因につきましては、平成１９年度は浦佐地

区のＪＲの側道の用地を買収したということで、その部分が減というふうになっております。 

その下の道路台帳整備事業でございます。６４８万９,０００円ほどでございます。これは

新規の認定、改良等の道路台帳の補正をいたしまして、交付税等の調書を作るということで

ございます。１１.７キロほどの台帳補正を行いました。 

 次の道路橋りょう補助・負担事業でございますが記載のとおりでございます。下の２目の

道路橋りょう維持管理費でございます。１億１,１５５万９,０００円ほどの支出で約６５０万

円ほどの減ということになっております。その中のまず道路橋りょう維持管理経費でござい

ますが３８４万７,０００円ということでございます。その下の道路橋りょう維持補修費１億

７７１万２,０００円ほどでございまして、４７０万円ほどの減ということでございます。 

次のページ２４７、２４８ページをお願いしたいと思います。その中で維持補修費でござ

います。道路橋りょう修繕料ということで３９９万円ほど支出でございます。８０件ほどの

件数でございました。あと道路補修業務委託料ということで９３件ほどでございます。若干

１００万円ほど前年度より増になっておりますが、これにつきましては少雪によりまして３

月補正によって機械除雪費を組替えをしたものでございます。９３件ほどの契約件数になっ

ております。 

その下の下、道路橋りょう修繕工事費７,３７０万円ということで、これも機械除雪費から
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組替えをさせていただきまして約６００万円ほど前年度より増になっています。１８５件と

いうことで道路の舗装修繕、側溝修繕等々でございます。その一番下の地元施工道路補助金

でございます。１２地区がございまして坪池区の削井等がございます。５６８万３,０００円

の支出ということでございます。 

続きまして３目の道路橋りょう除雪事業でございます。６億１,７９９万７,０００円ほどの

支出ということで、前年度より４億１,６００万円ほどの減ということでございます。先ほど

申し上げました少雪によりまして機械除雪が主に減ったということでございます。 

真ん中辺の機械除雪費でございます。４億５９９万円ほどの支出ということで前年度に比

べると機械除雪につきましては３億４,０００万円ほどの減ということで、延長的には３１４

キロほどの除雪延長でございまして、車道が２８８キロ歩道が２６キロという機械の除雪延

長でございます。あと下の除雪車修繕料につきましては３５台のドーザーロータリー、小型

ロータリーを持っております。２,５８１万円の支出ということでございます。 

その下の下、除雪等業務委託料これが機械除雪による委託でございます。当然少雪でござ

いましたので待機補償料それと管理費を含めて３億７,５８５万５,０００円ほどの支出とい

うものでございます。 

その下の丸の融雪施設等維持管理事業費７,８８８万２,０００円ほどの支出で、前年度より

約１,７８０万円ほど増になっております。これも融雪施設の修繕につきまして機械除雪の経

費を組替えをさせていただきまして支出をしたという内容でございます。 

次のページをお願いしたいと思います。２４９、２５０ページでございます。消融雪施設

修繕工事費ということで７,０９９万２,０００円ほどでございます。これで約２,０００万円

ほど増に前年度よりなっております。１６９件ほどの発注件数でございました。 

その１件下の融雪施設修繕工事費負担金ということでございますが３００万円。これは石

打揚水機場の消雪移動、冬場市道の方に消雪施設として使っているということで、塩沢土地

改良区との協定書の中による３分の１の負担で３００万円ということでございます。 

あと除雪機械整備事業につきましてはロータリーの車道用２５０馬力１台を購入させてい

ただきました。前年度は車道用２台、歩道用１台ということで１億３,０００万円ほど経費が

かかりましたが、今回前年度に比べて７,６８０万円ほどの減ということでございます。 

次の融雪事業でございます。１億１７６万１,０００円ほどで前年度１,７００万円ほどの減

ということでございます。電気料等少雪のために減ったということで約１,７００万円ほど減

になっております。市有の井戸が７６３本ということでございます。 

その下の次の４目の道路橋りょう新設改良費でございます。これは工事関係になりますけ

れども、全体で９億９,２７９万円ほどの支出でございまして前年度より４,５８０万円ほど増

になっております。 

最初の交通安全交付金事業費でございます。１,２４９万９,０００円ということでございま

すが、これが歳入の方で総務部長の方で申し上げましたが交通の反則金を充てた事業でござ

いまして、交通安全にかかる防護柵だとか反射鏡、区画線等の新設・修繕でございます。５
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５件ほどになっております。 

次の道路新設改良費これは市単独ということで、これが市の起債事業の単独事業でござい

まして１億５,９０３万７,０００円ということで、前年度より１,３８０万円ほどの増という

ことでございます。 

市道改良工事費につきましては１億１,４００万円ほどでございますが、改良が１０件、舗

装が３件、消雪パイプが１０件ということでございます。その中で繰越明許費というものが

ございます。工事請負費で６,９４９万２,０００円ということでございますが、これにつきま

しては少雪によります２１年度事業の前倒し分もこの中に入っているということで、ちょっ

と大きくなっているということでございます。 

あと道路環境整備事業費の補助事業でございます１億１,３０４万６,０００円ということ

で、前年度より６,６１０万円ほど減になっております。これは交通安全の３路線ということ

で、島泉盛寺線、浦佐黒土新田線、天王町８号線ということで支出をさせていただきまして、

浦佐黒土新田線と天王町８号線については平成２０年度完了ということでございます。 

次のページ２５１、２５２ページをお願いしたいと思います。地方道路交付金事業費とい

うことで４,００２万３,０００円ほどでございます。これは５路線をしております。市道西泉

田東泉田線、三郎丸雲洞線、二日町川窪線、大崎柳古新田１号線ということで、そのほかに

京岡畔地線ということで舗装補修の大規模補修がございました。これは国体関連で予算がつ

いたためにこの京岡畔地線の舗装補修を発注したものでございます。 

下の方の地方道路交付金事業費雪寒ということでございます。これにつきましては雪寒事

業でございますので、駅裏線の消雪パイプそれと各地区３地区の消パイリフレッシュ事業で

ございます。次の大和インターチェンジ整備事業でございます。２億７４７万１,０００円ほ

どでございまして、前年度より８,３００万円ほど増になっております。この大和インターに

つきましても大和インター１号茗荷沢１１号線ということで、平成２０年度に完了というこ

とになりました。 

一番下の地方特定道路整備事業につきましては３,６４５万円ほどでございます。３１８万

円ほど増になっておりますがこの３路線につきましては十二沢川関連の大神宮北線、杉ノ島

線、北原片田線ということでございます。 

その次のページの２５３、２５４ページをお願いしたいと思います。上から３番目が大神

宮北線の道路改良事業委託金ということでございまして、十二沢川関連で県の方に負担をし

た部分でございます。市道改良につきまして杉ノ島線でございます。あと土地購入につきま

しても杉ノ島線と北原片田線ということでございます。 

あと県営事業負担金事業でございます。これにつきましては県単事業のものでございまし

て、負担金については５パーセントから２０パーセントの負担率になっているということで

す。南魚沼地域振興局の方も事業費の減ということで前年度より２,３３０万円ほど減になっ

て、７,５６１万８,０００円の支出でございます。 

次のところが繰越明許費でございます。１,５７０万６,０００円ということで地特のもので
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ございますが、これは県事業の十二沢川が繰越をしたということで市の方も繰越になったと

いうことでございます。 

あと新設改良事業費明許繰越でございますが、これが８路線ほど市の単独事業費の繰越が

ございました。そういうものでございまして、次の地方道路交付金事業の明許繰越につきま

しては３路線でございまして、大和インターの関係、三郎丸雲洞線、西泉田東泉田線等の関

係でございます。 

次の３項の河川費、１目の河川総務費でございます。１,５８８万７,０００円の支出という

ことで前年度より１５２万円ほど減ということになっております。 

次のページをお願いしたいと思います。２５５、２５６ページでございます。河川管理経

費ということで１,５２９万４,０００円ほどの支出になっております。その中においては中段

のところに一級河川草刈委託料というものがございます。県からの委託を受けて各地区の行

政区及び業者等々に契約をしているものでございまして、約面積的には６３万平方メートル

ほどの草刈りを委託したということで、１平米当たり２０円７０銭という単価でございまし

た。 

次の下の方の砂防事業費ということで１２万６,０００円ほどでございますが、前年度より

１８万１,０００円ほど減になっているのですが、これは地すべり巡視員の報酬ということで

岩之下地区が今対象になっておりまして、昨年１９年度までは後山がございました。後山が

該成したということでそれがなくなったということでございます。 

次の４項の都市計画費、１目の都市計画総務費でございます。一般経費１１５万円ほどの

支出でございまして、この中の一番下のところに南魚沼雪シンポジウム開催地負担金という

ことでございますが、これが平成２０年１０月３０日にさわらびで行いまして、南魚沼市と

日本雪工学会上信越支部ということで共催でさせていただいたものでございます。それの負

担金が１００万円ということでございます。 

次の２５７、２５８ページでございます。一番上段に都市計画基礎調査事業費ということ

で９６万２,０００円ほどなっております。これにつきましても平成２３年度までに用途及び

街路網の見直しをしたいということで基礎調査を行っているものでございます。都市計画の

補助・負担金事業で３０万９,０００円ほどでございます。前年度より１００万円ほど支出が

少ないのですが、南魚沼いざないの道推進協議会というものがございまして、それは２０年

度はないということで４０万円ほどの減ということでございます。 

次の２目の都市計画事業費でございます。１５億７,５０８万７,０００円ほどの支出でござ

いまして、１億１,９００万円ほどの増になっております。一番最初の方の県営街路事業でご

ざいますが４,０８１万９,０００円ということでございます。これは塩沢の中通り線、浦佐茗

荷沢線等の県単の事業でございまして、８パーセントから１０パーセントの負担率になって

いるということでございます。 

あと地方特定道路事業の街路でございます。３,７３２万３,０００円ほどの支出ということ

でございますが、３６０万円ほど増になっておりますが、市道改良で上村上野の改良工事と
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いうことでございます。 

あと次のまちなみ空間創出整備事業支援事業費ということでございます。これにつきまし

ては雁木の関係でございますけれども、県、市、地方ということで３分の１ずつの負担とい

うことで、１,１７７万円ほどの支出でございます。 

あとスノートピア合併事業費でございます。１億３,７２５万４,０００円ほどの支出でござ

います。これにつきましても市道の駅裏線等への送水管の布設、あと中継ポンプ場の建設工

事ということで機械電気設備工事ということでございます。これも平成２０年度完了という

ことでございます。 

次の流雪溝整備事業でございます。３,３３０万９,０００円ほどの支出でございます。２,

０００万円ほど増、多くなっておりますが、これにつきましても駅裏小栗山線等の流雪溝の

整備工事でございます。 

次の公共下水道事業対策費ということで下水道特別会計への繰出金でございます。１２億

８,１４８万５,０００円ほどでございます。前年よりも４,４００万円ほど増ということでご

ざいます。 

一番下段の今泉博物館道の駅整備事業ということでございます。これにつきましては担当

課が商工観光課の方になっておりまして、今泉博物館の活性化の資料、道の駅の検討資料等

の作成をしたというものでございます。 

次の２５９、２６０ページでございます。上段のまちなみ空間創出整備支援事業というこ

とでこれも繰越明許費ということでございます。１,５３７万７,０００円の支出でございます。 

スノートピア合併事業費につきましても１,７００万円ほどでございますが、市道駅裏線等

の送水管の工事、あと機械電気等の工事でございます。 

３目の都市計画施設費でございます。全体で３,００９万７,０００円ほどの支出ということ

で前年度に比べて３,１００万円ほど減ということでございます。浦佐駅前広場管理費、六日

町駅自由通路・シンボル施設管理費この支出につきましては前年度とほぼ同額でございます。 

次の２６１、２６２ページをお願いしたいと思います。この中の魚沼丘陵駅前広場管理費

３６万３,０００円。流雪溝管理運営費でございます。駅前広場については前年度並みの支出

でございます。流雪溝管理費の運営ついて９０３万３,０００円ということで約２５０万円ほ

どの減でございますが、これも少雪のために電気料の減等でございます。あと管理運営の補

助金等の減でございます。 

次のページ２６３、２６４ページをお願いします。４目の公園費でございます。２,３７２

万８,０００円の支出ということで前年度より７,７８０万円ほど減ということでございます

が、これは大原運動公園のテニスコートの整備が完了したということで、平成２０年度は大

幅減になっております。 

児童公園管理費につきましても２４カ所ほどの管理でございますが、前年度と大体同額で

ございます。 

あと河川公園管理費でございます。９２４万５,０００円ということでございますが、これ
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はふれあいパークの水無だとか三国の親水公園だとか鎌倉桜ケ丘等々の公園管理を約８カ所

ほど管理をしているところでございます。あと一番下のところに下水道接続工事費というこ

とで２７１万６,０００円ほどなっておりますが、これが鎌倉桜ケ丘公園の下水道工事のつな

ぎ込みということでございます。 

あと銭淵公園の管理費につきましては６３５万６,００００円の支出ということで１００

万円ほど増になっております。２６５、２６６をお願いしたいと思います。その中の５段目

で施設管理等委託料ということでシルバーの方に委託をしておりますが、除草だとかトイレ

の清掃等でございます。 

次のむかしや管理費ということで１８万５,０００円ほどでございます。これについては通

常の電気料等々でございます。 

あと塩沢交流広場管理費でございます。１２７万９,０００円ほどの支出でございます。こ

れも前年度とほぼ同額の支出でございます。 

次の２６７、２６８でございます。その中の県営奥只見レクリエーション都市公園整備事

業費ということで３７万５,０００円ほどの支出になっておりますが、都市公園の事業負担金

ということで柵だとか滑り止めを設置したということで、事業費の４分の１が負担というこ

とで３７万５,０００円ほどになっております。 

次の５目のまちづくり交付金事業費でございます。１,６８８万７,０００円ほどの支出にな

っておりまして、１,６００万円ほどの減になっております。これについては２路線、塩沢東

裏５号線だとかふれあい広場１号線ということで、この路線の調査設計、用地買収、物件と

いうことでございます。 

次の５項住宅費、住環境整備事業費でございます。この中で予備費充用８６万３,０００円

ということで書いておりますが、これが建物の定期検査を３年に１遍しなければならないと

いうことで、その部分の充用をさせていただいたものでございます。そして２３万８,０００

円の充用につきましては下水道の負担金の計上漏れがあったということで、予備費を充用さ

せていただいたということでございます。あと２７万６,０００円につきましては、住宅費の

中の損失補償費ということで、ちょっと言い方が悪いのですが、住宅の中で自殺をなさった

方がおってそれの周知をしてなかったということの中で、その退去費用、転居費用といいま

すか、それの損失補償費ということで２７万６,０００円を支出したということでございます。 

あと住環境一般経費については３２万９,０００円ということでございます。前年度とほぼ

同額でございます。 

次の２６９、２７０ページでございます。市営住宅管理費１,７２２万４,０００円というこ

とで７６０万円ほどの減でございますが、市営住宅３３７戸がございます。それの特に減に

なった要因については修繕料の減ということが主でございます。その中で下の真ん中辺、建

築物定期調査・建築設備定期検査委託料、これが先ほど申し上げました予備費を流用させて

いただいた法定検査の部分でございます。 

そのずっと下にいきまして、下水道接続工事費ということで２１３万１,０００円ほど支出
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になっておりますが、これが市営住宅の泉盛寺団地と一村尾団地の下水道の接続ということ

でございます。あと次の住宅改修工事費９０万５,０００円でございますが、これにつきまし

ては火災報知機の設置が義務付けられておりますが、その部分の６６カ所を設置したという

ことと、泉盛寺団地の４０３号を一部修繕をしたということでございます。 

そしてその一番下の物件補償費２７万５,０００円ほどでございます。これが予備費を先ほ

ど充用させていただきました舞子団地の退去にかかる損失補償ということで支出をさせてい

ただいたというものでございます。 

あと市有住宅管理費２８１万円ほどでございます。前年度とほぼ同額でございます。４５

戸の市有住宅の管理をしているということでございます。 

次の２７１、２７２ページでございます。木造住宅耐震診断事業費１５２万７,０００円ほ

どになっております。前年度３４０万円ほど減というふうになっておりまして、木造住宅の

耐震診断補助金でございますが、昭和５６年以前の木造住宅について約５,７００棟ぐらいご

ざいますが、それが２０年度については２０件の事業をやったということで１４８万円の事

業でございます。 

次の克雪住宅推進事業費８８万円でございますが、これにつきましては２件ございまして

１件４４万円の補助ということで２件でございました。 

あと住宅整備補助金・負担金事業については前年度とほぼ同額でございます。 

次の国土調査事業費の中の１目国土調査事業費、国土調査事業につきましては３,３４３万

３,０００円ほどの支出でございまして、前年度より１,５３７万９,０００円ほどの増になっ

ております。これにつきましても国土調査事業につきましては、１０カ年計画の中で事業を

進めていきたいということで考えております。その中の一番下で図面作成委託料ということ

で、第１―１計画地、第１―２の計画地等々ございまして、１―１が６２ヘクタール、１―

２が１３１ヘクタールの図面の作成だとか多角細部測量等の委託でございます。 

次のページ２７３、２７４でございますが、これも国土調査事業を書いております。下か

ら２番目一般備品ということでございますが、これについては１６万６,０００円ほど支出が

ありますが、今、国土調査事業に入っておりましてくい打ちがございます。コンクリートに

びょうを打たなければならないということで、そういうことの中でハンマードリル等々の購

入がございます。 

ちょっと申し遅れましたが失礼しました。２４９、２５０ページのところの道路橋りょう

新設改良費の中で一番上段に予備費充用額ということで、３３０万３,０００円予備費を充用

しております。これにつきましては、雪寒の交付金事業費ということで補助対象事業費でご

ざいますが、この項目は建設課と都市計画課、建設課の雪寒事業と都市計画課の流雪溝整備

事業という、一体的に国の方の内示がきます。その中で流雪溝整備事業が予算が余るという

ことの中で、その中で建設課の雪寒事業にもっていきたいということで、なかなかそれが３

月の補正が過ぎたということの中でございましたので、一部充用させていただきまして流雪

溝の方については不用額とさせていただいたというものでございます。以上で説明を終わら
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せていただきます。 

○議   長  土木費に対する質疑を行います。 

○中沢俊一君  ３点ほどお願いいたしますが、２５４ページ、大神宮北線道路これについ

ては２行にわたってこうして表示があるわけです。何十年来の緊急自動車も入らないという

ような、こういう地域なものですから本当に歓迎をしているわけでありますが、具体的な執

行内容それから今後の計画について差し支えのない範囲で教えていただければと思っており

ます。 

あとは２５８ページであります。下段の方で流雪溝整備事業でありますが、２,０００万円

ほどの増額ということでこれも喜んでおりますけれども、駅西地区についてのこの供用の開

始の見込み時期、あるいは懸案になっておりました水量確保についてのシステム、これにつ

いてもう１回確認をさせてください。 

あと１点ですが２６８ページ、これも下段になりますけれども、予備費充用の方で自殺物

件の告知がなされていなかったということでありますけれども、こういうようなある意味重

要事項の告知というものは、当然やるべきだと思っていますが、今後の市の方の姿勢につい

て伺います。以上です。 

○建設部長  まず２５４ページの大神宮北線でございます。大神宮北線につきましては十

二沢川と市道の改良を同時に合併でやりたいということでございました。その執行の内容に

つきましては、橋がございます。小米橋という橋です。それの橋の現況より拡幅になる部分

については市が負担をしなければならないということと、大神宮北線については今まっすぐ

市役所通り線の方へまっすぐ伸びているのですが、それを堤防沿いに法線を変えてもってく

るということで、そういうかたちの事業でございます。 

あと今後ということでございますが、今は県の方で鋭意努力してやってもらっております

けれども、国道１７号までにいきたいのは平成２６～２７年ということで考えていますので。

これから今小米橋が終わりますと下流の方の酒倉橋という橋がありますが、それの架け替え

等々がございますのでその辺を含めてやりますし、あと市の方の市役所通り線の方の橋もご

ざいます。その辺を含めてやるということになるとなかなか進まないのかなというふうに思

っていますので、その辺については県の方には要望していきたいというふうに考えておりま

す。 

あと流雪溝の駅西の開始時期ということでございますが、今現在ですね、先ほど水量の確

保はどうなのかということでございますが、まだ水量の確保は昨年、水道の上水はどうだと

かいろいろ検討はしていましたが、まだ確認が、これができるということになっておりませ

ん。そうした中で来年度に駅東も含めて水量――例えば水量を１５センチ流していたものを

１０センチにしたらどういうふうな範囲でできるかということで、その辺を検討をさせてい

ただいて、その後駅西地区に流入していきたいというふうな考え方をしております。 

あともう１点の住宅のその告知がなかったということでございますので、当初いろいろ担

当等も変わった中でちょっと失念があったのかなと思っているのですけれども、今後はその
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ようなことのないように十分調査した中で、入居者につきましては事前にお話をさせていた

だきたいというふうに思っております。 

○中沢俊一君  駅西の流雪溝の件です。本当にこの融雪というものは、消雪というものは

これ１本という決め手がないものですから、今年この冬に手掛けるという地下熱利用を含め

まして、決め手がないものですから余計こういう合わせ技の方で、地道なそういう研究努力

の方をお願いしたいと思っています。答弁はいりません。 

○議   長  ほかにございませんか。 

○若井達男君  ２点ほど伺います。まず２５８ページ、この説明をいただきました都市計

画基礎調査事業費ですが。平成２１年から用途地域の見直しということに合わせて、また街

路網の点検等が始まっているわけですが、この実際の進捗状況がどの程度。平成２３年まで

には終了するという説明をいただいておりますが、ちゃんとこの進捗状況がいかがなものか

と、それをひとつ１点お願いいたします。 

もう１点ですが２６４ページ。この２６４ページにかかわることではありませんが、この

それぞれの項の中に下水のつなぎ込みということ、接続費ということが出てきておるわけで

すが、実際のところこの下水道特別会計は、これは委員会審査、付託ということになってお

りまして、そこによしんば傍聴したとしてみても委員外議員ということで発言はできない。

これは水道事業においても事業会計においても全く同じことですが、それぞれに付託された

案件については議員としてもなかなか本会議以外でないと発言できない。ならば大綱質疑が

あるじゃないかということになるわけですが、大綱質疑に値するかどうかという問題も出て

きます。 

そんなことで下水という項目にあわせてひとつ１点お伺いいたします。まずこの下水につ

いては、やはり目的はそれこそ大綱質疑はさておいていいわけですが、この中に流入をする

水、水だけではないと思うのです。温水等もあるわけですが、その辺のまず現況をひとつお

聞かせください。この２点ですが。 

○建設部長  ２５８ページの都市計画の基礎調査でございます。議員がおっしゃられたと

おりでございまして、平成１９年から基礎調査を始めまして一応今年も基礎調査をするとい

うことでございます。そうした中で平成２３年度には、用途を含めた街路網も含めてしたい

ということでございますので、この平成２１年がほぼ基礎調査が出てくるのかなというふう

に思っています。その後データ等の集積、それと変更をするということになると、当然関係

機関の協議、法的手続き等々がございますので、そういうことで平成２３年度には両方とも

見直しをしたいという考え方で進めております。 

あと下水の流入の汚水の状況ということでございますが、当然私は思いますのは流入とい

うものは、当然汚水だけでなくて雨水だとかそういうものも入ってくるだろうということで

ございますし、当然六日町地区については温泉がございますが、その温泉についても流入し

ているのではないかなというふうに思っています。特にそういう中で下水道の処理場施設が

特に問題ないということになれば、基準に合った水量、品質の水が入っているというふうに
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理解はしております。以上でございます。 

○若井 達男君  前段のこの都市計画の基礎調査、これもできることならばこれは仕事が

スローという表現ではございません。年度を１年でも早く進めることが歳入、税、都市計画

税としてそれなりの効果が出てくるものだというふうに考えております。そういうことで進

捗を早めるということでひとつ進めていただきたいと。これは答弁はいりません。 

その次です。下水のつなぎこみですが、特に今、部長の方から説明をいただいたわけです

が、水道そのものは当然のことですし、これがし尿でもありまた家庭雑廃でもあるわけです

が、温泉を使っている方が――これはもちろん当然のことながら事業者もいるわけですし、

事業用としてのつなぎこみ使用者もいるわけです。そしてまた一般家庭として今、資源開発

の方もある温泉なものですから利用はしていただくというかたちで、一般家庭でも引き込み

を行っているわけですが、その辺の調査、それこそ当然のことながら件数それからつなぎ込

み、そういったものは把握されているとは思いますがその辺の状況はいかがですか。 

○建設部長  建設部の中で、下水道の温泉を使っている一般家庭の方がどのくらいいて、

そういう調査については建設課、都市計画課共にしておりません。よろしくお願いしたいと

思います。 

○若井 達男君  確か部長の答弁のことだと思います。そういうことがあるものですから、

なかなか私どもが一議員としてみても、この特別会計それから事業会計には委員外議員はそ

こに出られない。傍聴者としては出られますけれど。そこできちんとした審査審議が行うこ

とには、これは確かに個々に行って調べることはできますけれども、やはり議会の場でそう

いった状況を聞かせていただくということができないわけです。ひとつこれは議長も今後の

ひとつの取扱い等について審査ですよね、そういったものについてこれは重要なことだと思

いますが、これはまた後で担当課の方に行って私も詳しく聞かせていただきますが、こうい

う状況が、またこの議会のこれは執行部の問題ではありませんが、議会の中の問題でもある

というふうにとらえておりますが。これも答弁は結構です。今ほど部長の方から答弁をいた

だいておりますので、以上で終わりますがそういうことですが。 

○阿部久夫君  ２点ばかりお聞かせください。ページ数は２５８ページの都市計画補助・

負担金事業とあともう１点は２７ページの市営住宅についてでございます。最初の２５８ペ

ージの都市計画補助金事業でございますが、このページには浦佐バイパスの整備促進期成同

盟会負担金というものが載っています。その中で今まで六日町バイパス、これがずっと載っ

ていたのですけれど見えないような気がするのですが、やはり六日町バイパスも順調にして

いかなければ、私の思い違いだったらあれですが、確か今まで平成１９年のころまではずっ

とこういった期成同盟会が確か載っていたのですけれども、そういったものはもう廃止にな

ったのか。それを１点と。 

あと市営住宅についてですが、これは決算資料の６８ページですが、家賃の収納状況でご

ざいます。その市営住宅の収入率が９４.７パーセントになっています。今、確かに市営住宅

に入りたい若者が非常にいるわけだし、待機している方も早く空けば入りたいという方もい
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るのですが、そういったことに対して滞納者に対してはちゃんと納めていただくとか。 

あとそれと一つ、定額に納めていますね、これね。ある程度給料が上がると順番に市営住

宅から出ていっていただいて、そうして新しいという、そういうものはちゃんと入っている

方は基準になっているのですか、その２点。 

○建設部長  まず１点目の負担金の事業の中ででございますが、今回の２０年度決算の中

では、２０年度になかったというものは先ほど申し上げましたいざないの道の推進協議会、

それと湯沢塩沢道路の同盟会がございますが、それはお互い湯沢町との共同の中で繰越金が

あるということで２０年度は負担をしないということの協定になっております。 

あと例の六日町バイパスにつきましてはそういう同盟会という組織はございません。なぜ

かと言いますと、六日町バイパスは一つの市の中ということでしておりますが、当然こうい

う期成同盟会はございませんけれども地元の対策協議会だとかそういうものはございますの

で、そういうかたちだというふうに思っております。 

あと住宅の入居者につきましては、当然収入があればその部分の家賃も上げなければなら

ないという中で、そういう方というのはおります。そういうかたちでおるのでその収入状況

に応じた中で徴収を、家賃を決めているという状況でございます。以上でございます。 

○阿部久夫君  最初の六日町バイパス。これはまだ順調にこれから完成するまでやってい

かなければいけないし、途中でやめるなんてわけにはいきません。やはりこういった期成同

盟会というものをきちんと声をあげてやっていただきたいと。たまたま平成１９年度の決算

資料を見たらそれが載っていたのです。ですから、２０年度になったらやめて順調になった

かなというふうにそれで質問させていただいたのですが、やはりこの期成同盟会というもの

は完成するまではひとつ私は必要だというふうに思っていますし。 

その住宅もそうですけれども、この不景気の中で若者が収入がない中で、一人でも早くこ

ういった市営住宅に入っていくという、そういうひとつの努力もしていただきたいと私は思

っています。普通のアパートよりも何とか市営住宅に入れればということを、非常に多くの

方が私のところにもお願いにくるのですが、そんなこと言ったってとにかくこれはだめなだ

ということで言ってますけれども。若い人たちで非常に市営住宅に入居したいという方がい

ますので、さっき部長が言われたように収入のある方は、できるだけ何とか今後の若い人の

ためにもそういったところに便を図っていただきたいと。そういうふうなひとつのまた希望

でもあります。もう一度お願いいたします。 

○議   長  部長、今阿部議員の質問、１５６ページに都市計画総務費の中に１７号の

ことが書いてありますけれど関連しているのではないですか。 

○建設部長  はい失礼しました。それでは最初に住宅の方からでございます。住宅の方に

つきましても私どもも議員の言われるとおりだと思いますし、市の住宅委員会等々がござい

ます。そうした中で協議をさせていただいて、どの人を選択するかということでさせていた

だいていますので、私ども執行部の方もその辺については十分に意見を発表していきたいと

いうふうに思っています。 
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あと六日町バイパスの期成同盟会につきましても議員が言われるとおり、私どももこれを

早めに１日でも早く完成したいという思いでございますので、その辺はがんばっていきたい

というふうに思っていますのでよろしくお願いします。 

○佐藤 剛君  ２点お伺いいたしますが、ページは２４８ページで２点です。まず第１点

目が道路橋りょう修繕料ですけれども、前年約１,０００万円のところから今年約４００万円

ということで減りました。これは多分地域コミュニティーの関係もあるのではないのかとい

うふうに思います。あるのだとすると地域コミュニティー１０万円以下の少額については、

そういう地域づくり協議会の方で事業選定をして徐々に順次地域の中で改善していくという

ようなことになりますけれども、そういうふうなことになると１０万円以下なものは大体地

域の方に任せるというようなかたちになってしまうと、地域コミュニティー事業が小工事の

下請というかそういうふうになってしまうのではないかということで、私はちょっと心配し

ている部分もあるのです。地域コミュニティー事業はそうではなくてもっと広範囲な事業展

開が望まれるのではないかというふうな思いもあるのですけれど、その辺の内容をちょっと

お聞かせいただきたいという点と。 

同じページで除雪等業務委託料がありますが、これは少雪だということで相当額の金額が

減っております。通年でありますと平年でありますと、今までの話だと７億円から８億円く

らいの除雪費用だということなのですけれども、今回３億７,５００万円というようなことで

大分減っておりますが、私は除雪もこの地域の産業だというふうに思っております。財政難

のときですから削減、少なければいいというような観点もあるのですけれども、地域の産業

だということになりますと、余り過ぎてもどうなのかということがあります。その待機補償

を含めて３億７,５００万円ということですけれども、待機補償のあり方みたいものについて、

先々の考え方というか現状も含めて考えていることがありましたらお聞かせいただきたいと

思います。 

○建設部長  １点目の道路修繕料の件でございます。議員言われたとおりこの道路修繕料

につきましては１０万円以下の部分を修繕料ということで支出をするということです。１０

万円以上になりますと道路橋りょう修繕工事費ということで下段の方に書いておりますがそ

うなっております。基本的には全部が全部地域コミュニティーでやってくださいということ

ではないのです。ないので当然地元の方でいろいろコミュニティーの提案だとか、こういう

事業をしたいというものがございますので、その辺を私どもの方と調整をした中で進めてい

きたいということでございます。全部これを最後まで全部地域でやるという考え方は、私は

特にしていないのですけれども、そういうかたちでお互いやっていこうということで考えて

おります。 

あと待機補償料の関係でございますけども、今現在平成２０年度につきましては基準の時

間が決まっております。全体の稼働時間が１８０時間。それと２０年度については１０年平

均の降雪量、今１０メートルでやっています。降雪量１０メートルで１８０時間に満たない

部分について待機補償でやりましょうということで１時間当たり５,８００円の待機補償料
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をやっておりますが、私どももなかなかこの除雪について業者の皆さん、企業体の皆さんと

相談をしております。なかなか冬場雪がいっぱいあって稼働しているときはいいのだけれど

も、このように少雪だと食っていけないので何とか辞めたいとか、そういう方々も出てくる

ようなかたちになっていますので、何とかひとつ冬場の事業として存続をさせていきたいと

いう考え方の中で、その最低保証をどうかなというものも含めて今後検討していかなくては

ならないというふうに思っています。今現在の待機補償の考え方がいいのかというはまた違

うと思いますので、各自治体等の資料を集めまして検討させていただきたいというふうに思

っております。 

○議   長  ほかにございませんか。 

○山田 勝君  ２点ほどお伺いします。２６６ページむかしやの管理費であります。平成

１９年度決算は報償費という名目があったのですが、ここには登場しておりません。それと

あれだけの公園の中にありながら夏休みで、平日ですけれども行ってみると閉まっているの

です。あれだけ子どもさんが集まったりそれに伴って親御さんが来ているのに、あそこの施

設が閉ざされている。むかしやの展示してある部分は市の物だと認識しておりますが、市と

してどのようなお考えをお持ちなのか、活用方針ですね。それを伺いたいと思います。 

もう１点が先ほど阿部議員からありました住宅についてでありますが、平成１９年度決算

では３５４戸と記憶しているのですが、住宅戸数も減っているように感じます。阿部議員と

同じでいかに若い人たちが入居できるか。新婚の家庭が入居して子育てができると、そうい

った住宅政策根本として住宅の数が減るということはいかがなものかと思いますので、その

辺の考えを伺いたいと思います。 

○建設部長  むかしやにつきましては都市計画課長の方でご答弁させていただきます。住

宅についてでございます。私が３３７戸と言っているは今使っている住宅が３３７戸で、全

体では３５４戸ございます。政策的に空き家にしている部分がございますので正式には３５

４戸の住宅がございます。 

今後の住宅の施策でございますが、住宅についてはどのような今後の体系になっていくと

か、そういうことを調査しながら、私どもは改築というよりも長寿命化に向けた市営住宅の

考え方をしていかなければならないのかというふうに考えてます。耐震化だとかそういうも

のを含めて寿命を延ばしていきたいという、長寿命化計画等々の作成に検討に入っていきた

いというふうな考え方をしておりますのでよろしくお願いしたいと思います。 

○都市計画課長  むかしやの件につきまして説明させていただきます。議員がおっしゃる

ように報償費につきましては平成１９年に都市計画施設費の方で計上しておりましたが、公

園の完了に伴いまして施設の運用を、中に民族資料等入っておりますので社会教育分野と、

ハードの部分の施設の管理の部分につきまして運営方法を分けまして、むかしやの会の皆さ

んにいろいろ運営等お願いしている部分につきましては、社会教育課の方で報償費を支払う

というようなかたちにしております。 

今後の運営につきましてはいろいろな方面の方から、もう少しあそこを活用していくよう
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に市の方で考えていただきたいというようなご意見もいただいておりますので、社会教育課

と今後話を詰めて、より有効的な施設運営を図っていきたいというふうに考えております。 

○議   長  山田議員、社会教育課を呼びましょうか。いいですか、今の答弁で。 

○山田 勝君  はい、伺いたいと思います。 

○議   長  では、後ほど呼びます。 

○山田 勝君  住宅政策のお考え、市長の意見をちょっと伺えればと思います。若い人へ

の住宅支援ですね、その考えを伺えればと思います。 

むかしやについては社会教育課長が来られたら伺いたいと思います。 

○市   長  今、市営・市有合わせて約４００超えている数字があるわけですけれども、

この市営・市有住宅をこれからどんどんと増やして住宅政策というふうにしていこうという

考え方は、余り持っておりません。できれば皆さん方から持家を持っていただきたいわけで

ありますけれども、そう簡単なことではありませんが。今、空いたときに若い皆さんの入居

希望を見ますと、非常に応募件数は多いのです。応募件数は多いのですけれども、事情はい

ろいろの部分がありまして、今おっしゃったように若い皆さんとか、それから母子・父子あ

るいは障害者、そういう方向に重点をおいて今審査をしていただいておりますので。不足は

不足です。確かに不足だと思ってはおりますけれども。要望としておっしゃることはよくわ

かります。民間住宅と公営住宅、非常に家賃が違いますので、そういう面では若い皆さん方

がより安い、そしてグレードのよいところということはよくわかりますので、そういう方向

にまずは今の住宅を、どの程度活用していく中で皆さん方の要望にこたえていけるか。 

どうしても将来的にも非常にそういう部分も見通せない、住宅に入れない人がどんどん出

てくるというようなことであれば、考え方をちょっと変えなければなりません。けれども、

今のところそういう住宅に入ることすらできないというような状況は今のところないと思っ

ております。今の状況をもう少し改善しながらその入居者希望の皆さん方の内容をよく精査

した上で、今後の判断にしたいと思っておりますけど、今のところ、では市営住宅を増やそ

うとか、そういう考え方は持っておりません。 

○山田 勝君  正直なところ人口減少が進んでいるわけです。市の人口がですね。人口動

態を見ますと高齢者はどんどん増えていく、子どもの数はどんどん減っていくというかたち

で、例えば民間のアパートへ入ったとしても、子ども一人がやっとだと。そういう状況にな

るかと思うのです。 

できればそういう市営住宅レベルの、環境がいい、家賃も安いとそういうものであれば、

じゃあもう一人考えるかなと。そういう子育て支援といいますか、子どもの数を増やすとい

う意味でこの住宅政策は大切だと思うのです。もう一度市長のお考えを伺いたいと思います。 

○市   長  先般といいますか以前に、いわゆる今住宅をどんどんとつくっていくとい

うことでは非常に厳しいので空き家をですね、空き家のあっ旋を、ということでどなたかか

らかご提案があってやってみましたけれども、ほとんど要望がありません。そして全部が全

部そうだということではないのですけれども、この入居しようとなさる皆さん方の希望とい
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うものが非常に千差万別です。そういう中で、さっき触れましたように、じゃあ若い皆さん

方のために特別に市営住宅・市有住宅を建設していこうという考え方は今持っていませんで、

そういう方が入居できるような方向を徐々に模索をしていきたいということであります。 

住宅の根本がもう前とはちょっと変わっていることは間違いありません。収入が低くてそ

していずれ自分の住宅を購入できるようになるまでの間の、いわゆる補助的な部分という考

え方とは全く今、住宅の考え方が変わってきていますから。私の感覚ですから間違っていた

らおっしゃっていただきたいのですけれども、今、例えば結婚をされて、そしていわゆる核

家族化が非常に進んでおります。両親とは同居をしないとう部分が非常に進んでおりまして、

そういう皆さん方が非常に確か住宅を求めていると思うのです。 

その辺がちょっとやはり私の考え方の中には、もう少し何か改善できる道はないか。そう

いうことも含めて検討させていただきますけれども、今すぐに住宅をどんどんと増築してい

こうという考え方は持っておりませんが、今後の課題だとは思っております。状況をもう１

回、私もよく把握してみなければと思っておりますけれども、そんなところでご勘弁願いた

いと思います。 

○議   長  山田君の社会教育関係は、ちょっと課長が間に合いませんので教育費の方

に回しますのでお願いいたします。（「はい」の声あり） 

○牧野 晶君  関連の方からいきますが、３年前のころだと思うのですが、市長の方に若

い人の持家支援ということでどういうふうなことを考えているのだという質問をしたときに、

そのときの答弁がそれこそ復興基金の中で雪国住まいづくり事業等があるというふうな答弁

があったわけです。それが本来であれば終わる予定だったものがその都度持ち越しになって

いっているわけですが、多分今の予定だと今年度でおしまいになっていくわけです。それに

対して、そのときの答弁は「それが終わったときにまた考えますよ」という答弁だったので

すが、先ほどの市長の答弁、住宅施策に関してはなるたけ持家支援をしていきたいというふ

うなものがあったので。あれがあることによって、例えば震災復興基金の利息部分で約１０

０万円。あと、高床の自然落下をやると最大で６６万円ということで、非常に家が持ちやす

かった点はあるわけですが、そういう点どういうふうにお考えになっているのかと、持家支

援です。 

あとそれと２４８ページ除雪についてです。歩道除雪現在２６キロメートルということで

すが、歩道除雪の要望というものは最近あがってきていると思うのです。これをもっと増や

していくというふうな当然考えはあると思うのですが、そこのところの考えを聞かせていた

だきたいのと。 

次は２５８ページ流雪溝整備ということ。中心市街地に水をというものは非常に私はいい

考えだと思いますし、また、この間の一般質問の中でも中心市街地はなかなか人が一番いな

くなって、ドーナツ現象がきているなんて話があったわけです。そういう点、どういうふう

にして中心市街地に人が集まってくるかというものも、中には井戸を掘らせてくれなんて非

常に強い意向を持っている人もいるわけです。そのことについてはぶつぶつ言うつもりもあ
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りませんが、そういう点について中心市街地の活性化についてまたお考えがあればというふ

うな思いがあります。 

あとそれと細かいことで申し訳ないです。２６８ページの市営住宅についてです。市営住

宅入居者の火災保険の加入率というものはどのくらいに現在なっているのか。市の方ではな

るたけ、要は借主が払う方のアパートであれば、借主の方は大家さんから自分の家財の分の

保険は入ってくれというふうな話を大体されるわけですよね。それで１万円から２万円ぐら

い払うわけです。市営住宅について過去は余りこういう話はしていなかったという話をちょ

っと聞いているので、それから市の方でも入るときになるべくお願いをするというふうな話

があったわけですけれど、今現在、もし加入率がわかればと、どういう指導をしているのか

お願いします。 

○市   長  持家住宅の促進。今、具体的にじゃあどの場所を、ということは想定はし

ております。想定はしておりますが、決めてあるわけではないのですけれども。例えば２３

年度で五十沢小学校と西五十沢小学校が統合します。そうしますと両方のグランドも含めた

部分がいわゆる空くわけでありまして、以前には五十沢小学校のあの辺を住宅団地にしたら

どうだとかそういう話もありました。やっぱり安い価格で若干距離は中心地から遠くても供

給提供ができれば、家賃を３万円、５万円その部分である程度ローン返済が可能だとかそう

いうことであれば、ある程度の皆さん方の需要は出てくるだろうと。 

三用はほとんど売り切れました。それから大巻のあそこも今年に入って２団地売れたり、

ウッドタウンがちょっとあれは価格がやっぱり高いと思うのですけれども、ちょっと進みま

せんけれども。そういう状況ですので、そういうことを見ながら市の方での団地造成をやる

のか。開発公社とかを使ってですね。あるいは民間にそれを促すのか。この辺はまだ確たる

方針が決まったわけではありませんけれども、先ほどの山田議員への答弁も含めてそういう

方向を推進する方が、私はいいだろうという思いであります。 

いよいよもう学校統合も具体的になって進んでおりますので、その場所に限ったことでは

ありませんけれども、そういう方向をちょっとこれからきちんと模索していかなくてはなら

ないと思っております。 

もう一つ流雪溝がらみの中での中心市街地という。今、ご承知のように今年の冬、国交省

の補助金を得ながら井戸の水の温度と地熱を使ってどの程度住宅の融雪・消雪ができるかと

いうことの実験をやりますけれども、これである程度の成果が出ればこれはもう画期的こと

になるわけです。今の井戸を使ってそれができますし、水は循環させればいいだけですから

いわゆるくみ上げなくて済む。それがはっきりと出ますと非常に市街地の中が、ある意味で

雪に対しては非常に大きな成果になってくるだろうと思っておりますので、まずはその成果

を確認しながらというところであります。 

○建設部長  それでは歩道除雪の要望等々の考え方でございます。歩道除雪につきまして

は、毎年雪道計画協議会ということの中で各地域の学校の関係、ＰＴＡ関係、行政区長さん

関係を集めて説明をさせていただいております。それで当然私どもが思っているのは、通学
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路を中心に歩道除雪については整備をしていきたいということでございますので、今、歩道

整備がなされていない例えば三郎丸雲洞線だとか、あと二日町川窪だとか、大崎柳古新田１

号線とかそういうものを含めて整備をして、徐々に通学路については歩道除雪に組み入れて

いきたいというふうな考え方でございます。当然短期計画の５年以内にここまでと、１０年

以内にここまでということで整備計画を進めているというところでございます。あとでは火

災保険については都市計画課長の方で説明させていただきます。 

○都市計画課長  今ほどの入居者の保険の加入状況でございます。特に調べてはおりませ

んけれど、入居の保険の加入につきましては、家賃の改定の際に通知を出すときに家財保険

等に加入していただきたいというようなことで案内は差し上げている状況でございます。 

○牧野 晶君  まず市長の方にですが、分譲してということは非常にまたいい考えだとい

う思いもあるのですが、それだとそこの地域しか住宅の持家の恩恵がないので、また何らか

の方法を考えていくべきではないのかというふうな思いがあります。 

あとそれと歩道除雪に関して、雪道計画にのっとっている。それはそれでわかるのですが、

現状として例えば、私の認識が間違えていたらあれなのですが、１台の除雪車で関をやって

それから上田までカバーしている。そういうふうな話をちょっと聞いたりもしている。もし、

それが私が間違えであればそれはそれでいいのですが、絶対数が不足している点もあるので

はないのかなというふうな点もあるので、そこの点がんばっていただきたいなと思います。 

あとそれとすいません、私１個間違えていた、もう１個なのですが。先ほど若井議員が言

われた都市計の基礎調査についてですが、今例えば無指定になっているところをまた基礎調

査の中で色塗りしていくという考えも持っているのかについて、どういうふうに考えている

のかお願いします。 

○市   長  今は例えばの例を挙げたわけでありまして、別にそこに集中させようとか

そういうことではありません。それは理想とすれば旧町ごとにそういう部分があればいいわ

けですけれども、適当な土地等がなければそれはなかなか無理ですし。アパートそのものな

んかも市営住宅も、それは地域意識はちょっとずつありますけれども、ほとんど市街地とい

いますかここに集中しているわけですよね。ですので、塩沢の方が五十沢だから買えないと

かということではないと思います。稲穂ヶ丘団地なんかは大分そういうところからも寄って

いただいておりますので。ですから適当な市の所有地、これを今どこにどれだけあるかは私

はわかりませんけれども、そういうことをうまく利活用しながらそういう方向に結びつけて

いければという思いを先ほど述べたところであります。 

○建設部長  まず歩道除雪でございます。今、関から上田の方へ１台行っているというこ

とでございますが、ちょっとその辺は調べさせていただきたいと思いますが、基本的に私ど

もはそういうかたちで通学路を除雪したいということでございます。当然距離数が伸びれば、

ロータリーの増車も考えなければならないというふうなことで考えていますので、その辺を

含めて検討をさせていただきたいというふうに思っています。 

あと、基礎調査の中で無指定のところも変更するのかということでございますが、今現在
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各３町で用途地域街路網をしたのが昭和５０年、４０年代でしょうか。そのころの計画でご

ざいまして、当然旧大和町のとき、そのときも人口が３万人になるという予想で市街地の用

途街路を計画したということでございます。これからは当然そこまでは――今基礎調査をや

っているので人口の伸びだとかそういうものはないというふうな判断をしますので、一部無

指定のところも出てくるかもわかりません。けれども、基本的には基礎調査の中で今の用途

地域を、規模を縮小することが妥当なのかなというふうには思っていますが、とりあえず基

礎調査を見た中でその辺の判断はさせていただきたいというふうに思っております。 

○議   長  暫時休憩いたします。再開は１１時ちょうどといたします。 

（午前１０時４５分） 

○議   長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時００分） 

○議   長  皆さんにお願いをいたしますけれども、ただいまの審議は２０年度の決算

ですので勘違いをしないように質問をお願いいたします。 

ここで建設部長より発言の申し出がございます。 

○建設部長  牧野議員の機械除雪、歩道除雪の関係で関から上田へ行っているのではない

かということでございますが、今現在調査をした結果、行っておりませんので１台ではやっ

ていないということでご理解いただきたいと思います。以上でございます。 

○笠原喜一郎君  １点だけお聞きをいたします。２４８ページの地元施工の事でちょっと

お聞きをいたします。今、国の方も高速道路の無料化だとかいろいろ受益者負担という部分

を見直しというか、そういう考えがちょっとあるみたいですが、私はやはり受益と負担とい

う部分というのは行政の基本かなというふうに思っているわけですけれども。この地元施工

が１２地区で５７０万円ぐらいということなのですが、私はもう少しこの事業を活用して町

づくりをすべきというふうに思ったりしているわけです。この数字について本当に申し込み

が余りなかったのか、それともあったけれども予算の中でこれだけになったのか。その辺を

お聞きいたします。 

○建設部長  地元施工でございます。今回この２０年度決算では１２地区で５７０万円と

いうことでございます。当然、私どももこの事業を進めていきたいという考え方を持ってお

ります。ただ、一番井戸、特に井戸を地元の方が欲しいということでございまして、その中

で今３割補助になっておりまして、１回井戸を掘ると１,０００万円ぐらいかかるということ

になって、そうしますと地元が７００万円出さなければならないということでございます。 

その辺を含めてちょっと事業の３割補助がいいのか。もうちょっと補助を上げたっていい

のかということも含めまして検討していきたいと思っていますけれども、ほかの、特に消雪

パイプについては地元の熱意がないとなかなか補助事業で予算付けがないということでござ

いますので、その辺を含めて私どもは有効に活用してもらいたいということで考えておりま

すが。この１２件については要望がそれ以上なかったということでございますのでご了解願

いたいと思います。 
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○笠原喜一郎君  今、部長から前向きな話があったわけですけれども、私はやはり市の方

で掘れば７００万円、８００万円もっとかかる部分が、今の場合は最大２００万円ですので、

それで何とか掘れるというかあとは地元が負担をするということで、私は非常に制度的には

いいなというふうに思っているわけですけれども。その中の補助率等の見直しをしてこの事

業をやはり活用をして、本当に地域に、暮らしに密着した道路。あるいはその部分について

の整備を進めていくべきだかというふうに思っていますので、検討をしていただきたいと思

っております。 

○建設部長  今、条例を変えさせていただきまして、最大２００万円が３００万円までの

改正をさせていただきました。議員言われるとおり制度的にいい制度だと思いますので、地

元の活用を検討していきたいというふうに思っています。 

○笛木信治君  １点お聞きをしますが２５０ページ、市道改良です。市道の改良はほかの

ページでも何路線か取り組んでいるわけですが、ここでは市の単独事業１０路線ということ

です。これはあれですか、いろいろな事業に関連して取り組めないというのは、いろいろな

制約もあるわけだと思いますけれども、本来いろいろなそういう事業で取り込んでやればそ

れだけ市の負担も少なくて済むということだと思うのです。ここでの関係をちょっとお聞か

せ願いたい。 

○建設部長  市の単独事業ということでございますが、これについては交付金事業だとか

そういう補助対象にならない、何といいましょうか小規模といいましょうか、そういうのを

対象に今この単独事業をやっているということでございます。この中で事業計画の中で進め

おりますので、そこでやっていきたいというふうな考え方をしています。 

○笛木信治君  この市道の改良というようなことは、特に市街地を中心に細かい要求が、

私は２００も３００も恐らく山積しているだろうと思うのですが、市が力を入れているとこ

ろでもあると思いますけれども。昨年来の国等のいろいろな報道や議論の中では暫定税率の

関係で、一般財源どうのこうのということで地方に道路財源として特別に配分するからとい

うようなことが盛んに言われておりましたが、実際そういうことは交付税が決まってくる中

で気配として感じられましたでしょうか。この辺についてどなたか。 

○市   長  これはいわゆる特定財源ということではなくて一般財源として扱う。しか

し、地方の要望にはきちんとこたえるということで、新たに交付金事業とかそういうことで、

我々の地域の中では今までの特定財源としていた部分と比べて、大幅に落ち込んだというこ

とはなかったというふうに認識をしております。そしてやはりある意味で使い勝手はよかっ

たということですね。ただ、今度はそのもとの税金すら取らないということになりますので、

これは非常に懸念をされる。そういうことだと思っております。 

○議   長  質疑を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって第８款 土木費に対する質疑を終わります。 

○議   長  第９款 消防費の説明を求めます。 
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○消 防 長  それでは９款 消防費でございます。説明を申し上げます。説明の前に一

つ訂正とおわびをさせていただきますが、決算資料７０ページであります。第１消防費その

次、１常備消防費の次に２予防業務というのがありますが、本年１月の出初め式におきまし

て無火災行政区を表彰させていただきました。この行政区の名前が下原、大崎原小路、湯谷

となっておりますが、この下原を「下原新田」に訂正させていただきます。大変申し訳ござ

いません。よろしくお願いを申し上げます。 

消防費の方は決算資料７０ページ、７１ページ７２ページに記載してございますのでよろ

しくお願い申し上げます。それでは消防費の方、決算書２７３、２７４ページであります。

９款１項１目常備消防費ですが、消防本部の方では常備消防とそして２目の非常備消防費、

二つほど私の方から説明を申し上げます。 

常備消防費でございますが決算額が１億５,２８７万２,０００円ほどであります。前年度比

９１４万円ほど増額になっておりますが、この２７４ページの１５節工事請負が５,０００万

円ほど超えてございます。２０年度は耐震貯水槽を旧町４町に整備をしたということで２,６

００万円ほど。 

それと高規格救急車でありますが当初備品購入であげておきましたが、日本損害保険協会

の方から車体だけをいただきましてその艤装分を工事請負費としてこの中にいれました。あ

わせて５,０００万円ということでこの辺が増額の理由であります。 

２７４ページ細目の方でございますが消防総務費。決算額が２,５６０万円ほどであります。

前年度比８５万円ほどの減でございます。これは消防総務的な一連の項目でございます。  

中ほどから少し上ですが貸与被服購入費６７８万円ほどあげてあります決算額でありますが、

これは今年の春採用しました６人分、２４７万円を含めての私どもの職員の活動服等々の更

新の貸与服でございます。 

そのページの下から４行目、発信地表示システム検索制御装置保守点検委託料ということ

で１３６万５,０００円。その下、通信指令施設等保守点検委託いわゆる司令室がらみが、こ

こへ１３６万５,０００円、そして５４６万円ということであります。その下、研修委託料で

ありますがこれは救急救命士が病院研修等々の１２１万円の金額でございます。今現在１９

名の救急救命士でございます。 

めくっていただきまして２７５、２７６ページでございます。上の最初の丸、消防一般管

理費細目でございますが、２,５５８万７,０００円。前年度とほとんど同じであります。３７

万円ほど前年度より増えてございますが、中身的には修理費あるいは検査料等々でございま

す。 

続きまして２７７、２７８ページであります。一番上段、消防活動用原材料費２０５万８,

０００円でございますが、これは全部消火栓のあの赤い本体であります。２０５万８,０００

円ほど購入してございます。その下、消防活動用備品購入費２５０万７,０００円でございま

すが、空気ボンベあるいは救助のスケットストレッチャーあるいは携帯警報器等々の備品で

ございます。 
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その下、細目、消防設備整備費でございますが、９６５万４,０００円ほどであります。前

年度から３９０万円ほど金額が下回っております。消火栓設置工事委託料。これは市の水道

の方へ委託をした分でございます。６３６万１,０００円。そして防火水槽を撤去する工事費、

これは美佐島そして大崎二つ分でございますが１４０万２,０００円ほど。それとサイレン装

置改修工事費でございますが、これは大崎のサイレンが故障しましてアナログからデジタル

へサイレン改修１２６万円でございます。 

その下の丸、細目、消防水利整備事業費でございます。２,５９９万１,０００円でございま

す。２００万円ほど前年度より増えてございますが、先ほど冒頭に説明申し上げましたが耐

震性の貯水槽の建設工事費。湯沢、塩沢、六日町、大和と昔の旧町１基ずつでございます。

２,５９９万１,０００円ほどであります。 

その下、消防庁舎改築事業費でございます。４２４万２,０００円であります。二つの細目

がございますが一番塩沢より南側の、あのシートを残そうかどうかということでありました

が、そのシートのアスベストの調査費。これが６万３,０００円ほどでございます。そのほか

下段に書いてございますが、設計業務委託料ということでシートを残すがための耐震補強工

事をするための設計委託ということで４１７万９,０００円ほどであります。 

その下、細目 庁舎管理費でございますが１,９０９万円ほどであります。ほとんど前年度

と同じですが５１万３,０００円ほど下回ってございますが、燃料、修繕あるいはいろいろの

管理の委託料でございます。 

次のページ２７９、２８０ページであります。一番最初の丸でございますが、細目、消防

車両整備事業費でございます。２,５１０万９,０００円ほどであります。前年度から見ると８

６０万円ほど下回っておりますが、車両の購入費でございます。先ほどもふれましたが救急

車艤装工事費ということで備品購入から工事費の方へ節を変えまして、艤装工事が２,１４２

万円でございました。それとその下、車両購入費でございます。３６０万円これは湯沢の指

令車の更新でございました。 

その下、消防車両管理費でございますが１,２８５万６,０００円でございます。これほとん

ど前年度並み。４５万円ほどの減でございますがいつもの内容でございます。 

その下、消防補助・負担金事業費でございます。県の消防協会分担金あるいは消防長会分

担金等々で４７３万５,０００円でございます。 

次のページ２８１、２８２ページでございます。上段のまだ負担金の方でございます。そ

の下から非常備消防費でございます。決算額は２億１６７万４,０００円であります。ほとん

ど同額ですが２８万５,０００円ほど多少増えてございます。 

右、備考欄。細目でございますが消防団総務費でございます。４５０万５,０００円、１９

６万２,０００円ほどの前年度比になってございます。この減額の理由は消防大会出場部補助

金、下から２行目にありますが１２５万円。１９年度は２台出場したためにこの１２５万円

が１台であるということで減額になっております。 

その下、消防団運営費でございます。１億５,２４５万４,０００円ほどでございました。ほ
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とんど前年度と同額でありますが、消防団員の人数の関係等々で前年度から見ると６４万１,

０００円ほど多少増えてございます。運営費の上段が報酬５,３０７万５,０００円、報償費２,

６５０万３,０００円であります。 

その下の方ですが団員福祉共済掛金これは消防団員定数に３,０００円を予算をあげて実

員で７２４万８,０００円の掛金でございます。その下、一番下でございますが消防団活動助

成金１,０９２万４,０００円ほどでございます。これが消防団員がそれぞれ訓練に応じて、あ

るいは会議、あるいは水防訓練等々の日当分をみての活動助成金でございます。 

２８３、２８４ページをお願いします。一番上段、公務災害負担金４２０万１,０００円。

その下、退職報償金でございますが、これも定員２,４３０名掛ける１万９,２００円。４,６

６５万６,０００円の負担金を支払をしてございます。あと同じく事務費もとおりでございま

す。 

その下の丸、消防団施設整備事業費でございます。２,４６７万５,０００円。１９年度、前

の年は全然ありませんでしたが、２０年度、小型動力ポンプあるいは小型動力ポンプ付積載

車を更新をした金額でございます。合わせて２,４６７万５,０００円であります。 

その下、消防団施設改修費ということであります。６９１万７,０００円ほどでございます。

これはサイレン吹鳴装置、いわゆる火の見から手動でサイレンが鳴る式のサイレン吹鳴工事

６９１万７,０００円。旧塩沢３、六日町３、大和３で合計９カ所であります。 

その下の丸、細目消防団施設管理費１,２６５万５,０００円。これもほとんど前年度並みで

ございますが、３４万円ほど上回っております。消防団の車両の維持費等々でございます。 

その下、消防団補助・負担金事業費４６万７,０００円ほどでございますが、県消防協会の

分担金、あるいは県の消防学校入校負担金等々でございます。私の方の常備と非常備は以上

でございます。 

○総務部長  続きまして１項３目防災費をご説明を申し上げます。今ほどのページの下段

でございます。この目では８,６００万円ほどの増で９,６４７万７,８９４円の決算でござい

ます。防災一般経費でございますが７４６万７,０００円の執行でありまして、ほぼ前年と同

額であります。 

 ２８５、８６をお願いいたします。備考７行目、防災行政無線点検委託料でありますが、

デジタル行政防災無線設備基地局、固定局、移動局、８９局を最良の状態に保つための点検

委託料が５３４万９,０００円ほど、エフエム放送への緊急割り込み装置保守点検が１２６万

円ほどが主要な部分でございます。 

 その下の気象観測事業でありますが４５万円ほど。ほぼ前年と同額であります。降雪積雪

観測委託、気象観測装置の点検委託それにかかる消耗品の経費でございます。 

 防災対策事業費２９万５,０００円ほど。これもほぼ前年度と同額であります。主に昨年７

月６日に実施をいたしました総合防災訓練に要した経費でございます。 

 防災広場整備事業８,６３６万２,０００円ほど。この部分がこの目で皆増でございます。防

災広場用地として庁舎わきの１,４４２平米余りを魚沼みなみ農協様から取得をさせていた
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だきました。 

 防災補助・負担金事業、ほぼ前年と同額の１９０万２,０００円であります。備考記載の三

つの負担金というふうになっております。なお、この目で繰越明許が出ておりますが防災施

設整備ということで１６６万５,０００円ほどを繰越明許としていただいております。 

 ２８７、２８８をお願いいたします。４目水防費でございます。水防業務経費で７万６３

０円、水防補助・負担金事業で４万３,０００円の執行でございます。なお、ここでは洪水ハ

ザードマップ作成事業１５０万円を繰越明許とさせていただいております。以上で説明を終

わります。 

○議   長  消防費に対する質疑を行います。 

○寺口友彦君  ２点ほどお願いします。２７８ページの消防水利の耐水槽関係であります

が、これの設置の基準といいますか考え方のことで自然水利。自然水利が当然あるわけです

が、自然水利の方が実際問題その消防活動に使えるかどうかという部分は、多分地元消防団

と打合せをした中で行われると思います。今回４カ所設置をされたわけですが、その中には

どういうような地元消防団との打合せがあったのかということをお聞かせ願いたい。 

 もう１点は２８６ページの防災広場の方の購入でありますけれども、今、総務部長の方か

ら説明がありまして、隣ＪＡさんの土地と。１,４２２平米ということですけれども、これは

商工観光の方でも交流観光拠点ということで、あわせて両方取得をされたというわけであり

ますが、電化センターの部分は更地にして買ったと。今、天地人博覧に使っている部分につ

いては上物が残っているという状況でありますけれども、坪単価についての差があったかど

うかということをお聞かせ願いたい。 

○消 防 長  消防水利でございますが、私どもは区の方からの要望も含めまして、要望

どおりというわけにはこれはいきませんが、私ども水利図をもって図面の中で図面化してお

ります。県道のわきや道路のわきは、元を止めれば止まるやつは私ども自然水利は水源とし

てはみていません。今のところ自然水利をみているのは、魚野川の西泉田のあの界わい、一

つだか二つみております。あとは自然水利は全然みておりません。 

それで水利を作る場合の基準ですが、私どもは今、耐震性の貯水槽をある程度やはりこれ

から地震が大分動いてきておりますので、一度にというわけにはいきませんがこの２０年度

の４基は全部市街地に作りました。市街地だけでいいかといえばそういうものではありませ

んが、今のところは市内には４４の耐震性の貯水槽を有しております。これを私どもが消防

の安全性は平等に等しくというのを基準に考えておりますので、とりあえず２０年度は市街

地でありますが、これから大いにまた各村部の方も含めまして水利が少ないなと思うところ

に、区の要望も参考にしますが、私どもの方の計画の中で今のところ作っております。以上

です。 

○総務部長  単価的には６万６,７２０円平米でございますが、坪で約２０万円ということ

で両者同じということでございます。 

○寺口友彦君  防火水槽についてはそういう基準ということで、側溝の部分が自然水利と
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いうことで利用できるという部分を考えておったが、実際はその地元の消防団が入ってみて

なかなか難しいという部分も出てきたようでありますので、地元消防団と十分検討をして耐

震性の防火水槽の設置をしていってもらいたいと思います。 

 それから土地単価の方ですけれども、大体坪単価２０万円ということになりますと電化セ

ンターの部分については更地にしての値段でありますし、こちら上物ということであります

ので、上物がついた部分も更地にしたと考えての坪単価ということで設定をされて同じであ

ったというふうにとらえていいわけですね。 

○総務部長  そのとおりでございます。 

○寺口友彦君  土地の値段については素人でありますので全然わかりませんでしたが、恐

らく鑑定士を入れてこういう具合であろうというような評価をされたと思うのですけれども、

その辺の事情についてお伺いいたします。 

○総務部長  鑑定をとっての話です。それから先ほど、観光交流広場とそれから防災と二

つになっていますが、ご存知のように両方、魚沼みなみさんから一緒でございますのでそう

いうことでお願いします。 

○阿部久夫君  １点だけお願いします。ページ数で２８２ページの消防団運営費でござい

ます。今年は当地域におきましては、山火事また遭難騒ぎとしていろいろなことが春先にあ

りました。そうした中で消防団員の活躍には本当に頭が下がる思いでございました。そうし

た中でこの決算資料７２ページを見ますと消防団員の現況でございます。この実員充足率は

９９.５パーセントと大体１００パーセント近いのですが、そうした中で塩沢方面隊、六日町

方面隊、大和方面隊と大分入団者と退団者の差があるのです。 

消防団員はこの地域の私たちのすべての面で、一生懸命守っていただくということでもっ

て今回改めて感じたわけでございますけれども、消防団員のこの状況ですか。こういったま

だ定員実員差が１３人になっているわけだけれども、今後の見通しというか。できるだけや

はりもう充足率１００パーセントぐらいにもっていっていただきたいというような気がする

のですが、その点について消防長はどのようにお考えでしょうか。 

○消 防 長  平成１９年の９月議会に２,５００人を７０名ほど下げて２,４３０名と定

員の方はしたところであります。今まだ１３名ほど定員に達しておりません。私どもの方は

とにかく今の幹部会議や何かで、とにかく団員を入れていただきたいということは常々お話

しておりますが、案外いろいろ話を聞いてみますと、幹部の団員のところほど子どもさんを

入れたがらないというこの風潮があるということを聞きまして、ではとにかく幹部の方もよ

く話ししようかなということで、今そういう方面で取り組んでおりますが、六日町方面隊の

３分団、来年４月に向けて部の統合を今検討中であります。そこが集落的には非常に多い集

落です。今２０部ぐらいありますが、だんだん、だんだん減ってきました。もうあと二つぐ

らいが一緒になるというふうに聞いてございます。 

そして六日町の街中ですが、この街中も非常にここへきて団員が足らないということで分

団長の方へ私の方からまたお願いをして、何とかして入れてもらいたいということでありま
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す。私前にも話ししましたが今、消防団員は女性でも、要はとにかくポンプ操法もしなくて

もいいような機能別消防団員も、そういうのをどんどん入れろとこういうことなのですが、

とてもまだこの地域７万２,０００人で２,８００人ですから、いざ入れましてですね。それか

ら見ればまだまだ大丈夫だろうと。もう少しまた落ちてきましたら、これもまた機能別も含

めて総合的にやはり入団の方を検討する必要が迫ってきたなというふうに考えております。

以上でございます。 

○阿部久夫君  確かに消防団員の確保ということは、これはもう当地域ばかりではなくて

全国的にも大変な、本当に雑誌や本を見ますと消防団が苦労しているということは十分わか

ります。しかし、こういった地域を守る、このところにはやはり消防団員というものは本当

に不可欠でございます。ぜひ、そういった消防団員の確保については、全力的に頑張ってい

ただきたいとそういう一つお願いでございます。終わります。 

○関 常幸君  ２７４ページの一番下段の、金額的には小さいのですが有料道路通行料３

万８,２００円の件です。成果の概要の７１ページのところに急病の搬送が１,３８３回、転院

搬送が４９９回とありますが、高度救命とか大変なのは長岡、中越の方に下るというのが相

当回数多くあるわけであります。そういうときにこの金額でいくと救急車の場合は高速道路

無料なのかなと思っているのですけれども、そこらあたりもあわせて聞かせてもらいたいと

思います。それと回数はどのくらい長岡の方へ下っているのか。お願いします。 

○消 防 長  ２７４ページの有料道路通行料３万８,２００円は緊急消防援助隊、私ども

東北ブロックへ入っておりますが、２０年度は新潟から秋田の大曲まで高速道路を使用して、

新潟県の隊として隊列を組んでいくと。どうしてもあれだけはお金は払わないわけにはいか

ないということで、２台分でしょうか３万１,２００円でございます。 

それから決算資料の説明、急病１,３８３件、転院搬送４９９ということであります。私ど

もの方は消防年報を作っておりますが、救急医療の高度化あるいは専門性が非常に高くなっ

てきたということであります。それもドクターの指示であれば、これは原則的にはどこでも

行かなければならないというのが基本でございます。 

一時的には私どもの方はこちらの二次救急のところ。これから基幹病院ができればもう浦

佐で止まられるわけですから早く作っていただきたいというふうに考えておりますが、それ

まではどうしても長岡赤十字、あるいは新潟のエリア等々でございますけれども。長岡が大

体４０、立川が６２、長岡４３、中央が２４、信大が５、市民病院が５のそのぐらいの件数

で向こうの方へ転院搬送と出かけています。以上でございます。 

○関 常幸君  その場合は当然、高速道路を使って行くわけですよね。 

○消 防 長  大変失礼しました。高速道路上はサイレンを鳴らしていれば入るときも出

るときも、一切これはノンストップで、ＥＴＣの方ではない方を通過します。帰りはもちろ

んその通過する場合もというのは、司令室から新潟の管制室の方へ電話を入れますがそうい

うことで、何台入ります、何時ごろ何台行きますとこういうことで、行くときや入るときも

出るときも全部電話で連絡されています。帰りは月夜野から川口の間は、こういう小さなカ
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ードを持っていますが、それ以外のところは証明書で通過して無料でございます。あと今は

無料のＥＴＣもついてございますが、なかなかＥＴＣは間違う危険性があるものですから、

なるべく消防長の証明するそれで通行しています。お金は払っておりません。以上です。 

○宮田俊之君  ２８６ページ一番下の県防災ヘリ。この部分から消防長にご質問いたしま

す。この防災ヘリだけが我が市の方の山岳救助等々を行っているわけではないとは思うので

すけれども、先日助けに行ったヘリの方が墜落をして事故を起こすと。救助される側の方の

方も亡くなるという事故がありました。その中で関連して商工費の方ではお伺いしなかった

のですが、山岳救助隊については商工の方で隊員の報酬を払っておられるということで、ど

のぐらいこの二次災害について、あの事故をきっかけといいますか、通年やられているのだ

と思うのですが、注意を払われているかという部分。 

それと今現状こうして予算面が、管轄が分かれている部分で、いくらかこう私は困ること

がないのかなと。もう少しこの山岳救助の方にも、自分の身を守るような訓練をしなければ

ならないのかなというふうに私は思っているのですけれども、その辺、消防長お考えがあり

ましたらお願いいたします。 

○消 防 長  防災ヘリは各町、今３１市町村でしょうか、それぞれ人口割合等々で負担

金を納めております。今の質問、私どもの方ではこの防災費は市の方で総務の方でやられて

おりますし、実際の隊員としては私どもの方が派遣をしていると。２２年度から私どもまた

１名、３年間ほど航空隊に派遣しますが、その辺の整合性はほとんど私どもの方は今のまま

でいいかなという気はしております。 

私が消防長ですが、防災ヘリ運行協議会の委員になっております。そんなことで会議には

災害の内容あるいは運営等々の方は、私の方が意見を申し上げられるその委員になっており

ますので、全然不都合がございません。以上です。 

○宮田俊之君  質問の仕方が悪かったかもしれませんが、要は二次災害にかかわらないよ

うな身を守るような訓練を、今後強化されるとか、今、現状はどうだという話をお伝えいた

だければと。（「防災ヘリでしょうか」の声あり）防災ヘリにかかわらず山岳救助の方も含め

てです。 

○総務部長  ７款の部分になるのですが、山岳遭難救助隊は毎年訓練をしておりますし、

二次災害にあわないような訓練をしている。救助の訓練とあわせてやっているということで

ございます。 

○消 防 長  ちょっと追加をしますが、私どもの方も航空隊のメンバーと、隊員の方と

私どもの方の救助隊と、年１度必ず山で訓練をしています。それと私どもの方は救助隊員、

オレンジ服を着ている隊員でございますが、その中で富山の文科省の立山研修所に毎年１名

ずつ――ちょっと混んでいて２名向こうは受けてくれないのですが、毎年１名ずつ。しめて

１０名程度の研修修了生が誕生しています。新潟県の中、１９消防本部の中では救助の方は

トップの方であると私は確信しています。以上です。 

○佐藤 剛君  １点だけお願いいたします。２８６ページの防災行政無線点検委託料です
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けれども、８９局の最良の状態を保つための委託料ということですけれども。まず、この点

検委託というのは８９局の作動のみなのか、それとも不感知、そういうことも含めての点検

なのかというところをまずお聞きしたいと思います。 

○総務部長  いわゆる無線機なのですが、ちょっと私が言い忘れた部分があるのですが、

基地局が三つ、八海山、後山、島新田。それから固定局としまして多重無線になっているの

です。ファックスを送ったり、データ送信をするためだというふうに思いますが、それが本

庁舎、後山、八海山、島新田。そのほか移動局、半固定移動ですね、それが８９局あるとい

うことでありまして、内容を見ますとそれこそ電源電圧から電波の質といいますか、その辺

までを含めてでございますので、金額的には確かに５００万円ほどかかっておりますが必要

な点検だろうというふうに思っております。以上です。 

○佐藤 剛君  私も重要なことで情報伝達には大変必要だとは思って、金額のことを云々

ということではないのですけれども、その点検内容と結果に対する処置のことをお聞きした

いのですが。固定局と半固定といいますか移動局があるということで、問題はその移動局で

すよね。それで前回のどなたかの質問の中で、市内不感知の部分は山間部を除いてほとんど

ないというような話がありましたけれども、そこら辺がちょっとやはりいざというときに心

配なわけであります。特に移動局の点検の中で市内災害が発生する可能性の――どこで発生

するかはわかりませんけれども、そういう中で不感知地帯というのは本当にないのかという

ところ。もし、あるとすればその解消といいますか、そういう方法といいますか、その対策

というのはどのように考えておられるのか。あわせてお聞きをしたいと思います。 

○総務部長  当然導入のときに電波状況をみんな確認しておるわけだと思いますので、原

則不感地域というのはないものだというふうに思っております。特に２６０メガへルツでご

ざいますので、ほんの少し動いただけで感度の状況はかなり変わるはずですので、全く入ら

ないというのはそれはいわゆる電波が届かないといいますか、山、沢ですとかということは

あり得ますが、原則そんなに大きな不感地域は私はないというふうに思っております。 

 それから点検の方ですが、ちょっと今点検の項目の用紙を持ってきておりませんけれども、

例えば八海山基地局であれば当然電源設備がありますので、電源の無停電といいますか設備

から点検もありますし、それから先ほど申し上げました電波の質の部分、あるいは混信の部

分まで含め、かなり大きなデータをいただくということです。 

移動局につきましては、移動で大きなものは車載の無線機が主であります。あとそのほか

携帯が２０数台あると思いますが、特に今のところ大きな故障というのはありません。 

○佐藤 剛君  ではもう１点だけお願いしますが、不感知地帯はないと思われるというこ

となのですけれども実際、ちょっとこの委託料からは離れるかもしれないのですけれども、

この防災無線は定期的に作動試験を多分やっていると思うのですが、そういう中で不感知と

いう状況は、この訓練というのか練習というか。そういう中ではないのかというところだけ

１点確認したいと思います。 

○総務部長  原則月１回やることにしておりますので、例えば固定局ですと後山小学校で
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半固定でしょうか。そこにファックスを送って確認をしたりしていますので、今のところ不

具合はないということでございます。 

○牧野 晶君  ２７４ページ消防全般についてですが、過去に旧塩沢地域で１日に２件の

不審火があったり、またそれと八色でも駅のところであったわけですけれど、やはり一抹の

不安というのがあるわけです。防犯パトロールということではなくて、警察の方に一刻も早

く犯人の方が、不審火であればまた不審火だし、犯人が捕まえられるように。それはやはり

一生懸命捜査してくれていると思うのですが、そこのところをまたしっかりとお願いしてい

ただきたいなという思いがありますので、お願いします。 

○消 防 長  不審火等々の原因は、私ども防犯上――私ども防火上はいかような法律の

権限を持っていますが、不審火等々の放火につきましては、これはもう司法の方が専門でご

ざいます。昨日も湯沢の防災訓練で署長の横へ私おりました。警察署長さんと同席していま

したがいろいろお話もしております。あるいは私どもの方で、警察の方で、いろいろなもの

の会議等々通じまして、常にどうなった、こうなった、ということで情報だけは教えていた

だきたいと。こういうことで意思の疎通だけは図っております。あの２件はいまだに八色の

方を含めてまだ情報は提供いただいておりません。以上です。 

○種村充夫君  これはちょっと関係ないのですが、実は今日の新聞でＡＥＤ除細動器です

ね、これが全国的に配備はしてあるのだが、大変その使いものにならないのだというような

情報が出ていました。というのは電池がなくなったり。この前の一般質問とも関連するので

すが、ある程度故障があるので。全然調べないということで、いざ心臓マッサージですかを

やる場合に、結局だめで死亡例が多くなっているというような記事が載っていました。その

辺の対応はどんな考えでしょうか。 

○総務部長  一般質問でも市長がお答えをしておりますが、総務の防災担当の方でＡＥＤ

のある場所はみんなプロットしてわかっておりますので、指導をしていくということにした

いと思います。以上です。 

○中沢俊一君  参考までに聞いておきたいのですが長岡、新潟方面に高速道路を使って患

者さんといいますか搬送するのが１４０件前後あるというふうに聞きましたが、この中でも

し防災ヘリでもあれば、もう少しいい結果になっただろうなというような件数があるのかど

うか、少し聞かせてください。 

○消 防 長  私ども南魚沼エリアから出るのが、転院搬送、管外搬送とこう呼んでいま

すが、新潟エリア、長岡はもちろんですが、そのエリアまでは私どもはヘリはそうは必要な

いだろうと。もちろんファックスを入れて飛んできて行く。来るのに約３０分かかりますか

ら、その間に私どもの方が高速を動かせば、救急車で走らせれば高速ですから１時間以内に

は必ずもう新潟まで着きます。そういうことからみれば防災ヘリを新潟エリアまではそうは

私どもは必要は――もちろんある方がいいかもしれませんが、そうは必要ないような気がし

ます。 

私どもの方は富山、神奈川、東京都内はもちろんですが、何度も出動したことがあります。
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そちらの方になるとやはり防災ヘリの方が大変な価値があるというふうに考えています。以

上です。 

○和田英夫君  今ほど種村議員の質問で総務部長は暫時点検していると。こういう答弁を

されていたのですが、私は防災訓練のときにＡＥＤの操作をちょっと勉強しまして、そのと

きに消防署の職員にこういうのは電池が切れたりいろいろあるわけで、管理はどうなってい

ると言ったら、メーカーさん、納入業者、メーカーさんが大体このくらいの時期がたつと電

池が切れるとかそういうのを保証しているから、そういうことでのアフターというような説

明を受けたような気がしているのです。まあこれははっきりしませんが。そうすると今ほど

の総務部長の認識とちょっと違うのではないかというのが。どちらが正しいかちょっと私は

自信がありませんが、これは大事なことですから確認を。 

○総務部長  私が申し上げているのは買い取ったものと、それからリースのものがありま

す。ＡＥＤも。特に買い取ったものについては、例えば防災屋さんから買っていますので―

―私どもの区にも１台あるのですが、使えばそれはそれで処理するでしょうけれども、使わ

なければ当然電池は消耗していきますし、バットも古くなるわけであります。市長が一般質

問でお答えをしておりますが、そういう部分についてはあるところはわかっているわけです

ので、時期が近くなったときに替えてください、というご指導をするという意味でありまし

て、所有権はもう区のものでありますから私どもは替えるということはできませんけれども、

そういう指導をしていくと。そういうことでございます。以上であります。 

○和田英夫君  私が不勉強でしたが、例えばその買い取ったのはわかったと。リースの部

分は、それは先ほど私が聞いたそういう認識でいいのか。リースの機械はもちろんそれはメ

ーカーのものですから、維持管理はメーカーがするのは当たり前といえば当たり前ですが、

その辺の確認です。 

○総務部長  私ども細かく契約書を見ているわけではございませんが、リースでございま

すので当然業者が点検するということだろうと思います。 

○議   長  質疑を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって第９款 消防費に対する質疑を終わります。 

○議   長  ここで昼食のため暫時休憩をいたします。再開は１時５分といたします。 

（午前１１時５０分） 

○議   長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後１時０５分） 

○議   長  第１０款教育費の説明を求めます。 

○教育次長  それでは１０款教育費についてご説明いたします。ページが２８７、２８８

ページであります。説明の方法といたしまして、最初に支出済額を言いまして１９年度との

比較、大きな増減があった場合にはその理由を説明いたします。なお、備考欄につきまして

は、主たる事業だけ説明をさせていただきたいと思います。項目、目ごとに説明をいたしま



 - 30 -

す。 

１項の教育総務費、１項教育委員会費であります。支出済額１億１,７６７万９,０００円

であります。１９年度比較で９００万円ほど増となっておりますが、この増の要因といたし

まして、３月補正でしたがふるさと納税寄付金１,５００万円がありまして、それを奨学金の

基金の方に１,５００万円積み立てました。それが主な要因となっております。備考欄に入り

ますが、教育委員会一般経費であります。５８３万円ということで２１０万円ほどの増とな

っております。二つ目のところに報償費６９万４,０００円がありますが、前年度比１２万２,

０００円の増であります。この中には２０年度におきまして学区再編検討委員会を１９年度

に引き続きまして行ったときの報償費。それから五十沢地区統合協議会の関係の報償費が含

まれております。五十沢地区統合協議会につきましては、それぞれ建築部会と校名部会を設

けて検討した内容であります。 

 めくっていただきまして２８９、２９０ページであります。教育改革推進事業費でありま

す。この内容といたしましては中学校６校に対しましてＡＬＴ２名、それから小学校２０校

のうち５校は教育特区の方でなりましたので、小学校１５校に対してＡＬＴ２名というかた

ちの体制で２０年度は実施しております。ここに計上されている金額はＡＬＴ３人分であり

まして、一人５款の方で計上されている内容であります。三つ飛びまして教職員研修事業費

補助金２６万１,０００円でありますが、この年につきましても７名の教員が先進地の方に視

察研修に行ったという内容であります。 

続きまして特別支援教育事業費２,５９３万３,０００円であります。前年度比２０万円ほ

どの減となっております。普通教室、普通学級に対します支援といたしまして非常勤講師と

特別支援助士を配置しておりますが、２０年度におきましても１９年度と同様に非常勤講師

４人、特別支援助士７名という体制で実施した内容であります。ここに掲載されている内容

は非常勤講師１名、特別支援助士３名の４名分の内容でありまして、残りは５款の方に７名

ほど計上されている内容です。特別支援学級に対する支援といたしまして介助員を配置して

おります。合計で２７名の配置ということで、これも１９年度と同様の内容でありまして、

５款の方に１０名、１０款の方に１７人分という内容であります。 

次の教育奨学金事業費であります。２,８４７万７,０００円であります。当初予算１,３４

９万７,０００円でありましたが、先ほど説明いたしましたふるさと納税寄付金１,５００万

円が加わって２,８４７万７,０００円となったものであります。２０年度におきましては５

５人、貸付金額が３,１２８万円といった内容であります。 

一つ事業を飛びまして教育相談適応指導事業費であります。この教育相談適応指導事業に

つきましては平成１９年度から社会教育課と学校教育課で分けてやってきたわけですが、２

０年度になりまして後半になってからでありますが、今まで旧町単位でありました適応指導

教室、大和教室、六日町教室、塩沢教室を一つにまとめたいということでの取り組みをやり

ました。その内容といたしまして一番下にあります施設改修工事費９９万３,０００円につき

ましては、青少年ホームの２階、３階を改修した内容であります。 
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 めくっていただきまして２９１、２９２ページであります。教育振興対策事業費につきま

しては、上から２番目の共通リフト券購入補助金３７４万円につきましては、児童生徒の市

内スキー場のシーズン券を購入する際、１万２,０００円のうち２,０００円を補助する内容

であります。２０年度におきましては１,７７６人の児童生徒に交付した内容でありまして、

１９年度に比べまして４４人の減といった内容であります。 

一つ事業を飛びまして国際交流及び文化・スポーツ基金事業８３８万４,０００円でありま

す。１９年度からインターナショナルビレッジということで小学校５、６年生を対象に国際

大学留学生との交流活動を始めましたが、２０年度におきましてはこのインターナショナル

ビレッジのほかに、中学生を対象にしたイングリッシュビレッジを実施しております。中学

生が一泊二日で国際大学留学生と交流する活動といった内容であります。それぞれインター

ナショナルビレッジにつきましては５９人の児童、それからイングリッシュビレッジについ

ては４２名の生徒が参加しております。 

下から三つ目に中学生海外派遣研修事業委託料７３２万８,０００円がありますが、２０年

度から中学生を海外に派遣するという事業でアメリカのアイオワ州とオレゴン州にそれぞれ

派遣をいたしまして、２０名の中学生が七泊八日で研修をしてきた内容であります。 

 めくっていただきまして２９３、２９４であります。教育特区事業１,３０９万円でありま

す。２０年度から教育特区事業ということで小学校５校について始めた内容であります。六

日町地区の小学校、城内小学校、五日町小学校、大巻小学校、五十沢小学校、西五十沢小学

校の５校について始めた内容であります。体制といたしましてはＡＬＴにつきましてはこの

事業の下の方にあります教育特区ＡＬＴ派遣委託料４６７万８,０００円ということで、ＡＬ

Ｔのプログラムを持っている事業所からＡＬＴを１名派遣していただいた一人であります。

その他この事業の上から２番目にＡＬＴ賃金というのがありますが、これにつきましては日

本人講師を３名配置したという内容であります。５款に１名配置されまして、ここでは２名

の予算になっておりますが、そういうことでＡＬＴ１名、日本人講師３名ということで２０

年度は実施した内容であります。 

飛びまして２９５、２９６ページをご覧いただきたいと思います。２９４ページの後ろか

らですが、学校支援地域本部事業費が２０年度、年度途中から始まっております。２０年度

から２２年度の３カ年のモデル事業ということで、地域ぐるみで学校を支援する事業であり

ます。大崎小学校が２０年度から取り組んでいる内容であります。主な内容といたしまして

は報償費８７万１,０００円ということでコーディネーター２名を配置した内容であります。 

続きまして２目の教員住宅費であります。支出済額３３１万７,０００円ということで前年

度対比１８２万６,０００円の増であります。増の内容といたしましてはこの事業の一番下に

あります下水道接続工事費１６５万７,０００円がその内容となっております。藪神教員住宅

と赤石教員住宅の下水道の接続をした内容であります。そのほかについては教員住宅７棟３

３戸に対する維持管理費であります。 

３目の教育施設管理費でありますが、支出済額３６８万２,０００円ということで前年度比
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２０万６,０００円ということで、ほぼ１９年度と同様の内容となっております。学習指導セ

ンター運営費につきましては１８年度以降変わりませんで、指導主事３人体制ということで

国語、算数、数学、英語についての指導を行っている内容であります。 

めくっていただきまして２９７、２９８ページのところでありますが、言語障害通級指導

事業費であります。言語障害通級指導事業につきましては従来から城内小学校に設置してあ

りますが、２０年度から新たに発達障害の通級指導教室を北辰小学校で行ったという内容で

ありまして、消耗品費において１０万円ほど増となっている内容であります。 

続きまして２項の小学校費、１目小学校教育運営費に入らせていただきます。支出済額２

億９,６０４万７,０００円ということで２,２００万円ほどの減となっております。減の内容

といたしましては備考欄の下から２番目に燃料費がありますが、１,６１６万７,０００円と

いうことで前年度比に比べまして約８００万円の減となっております。今年度におきまして

は年度当初にかなり灯油等が上がったわけですが、後半になりましてかなり下落したといっ

た内容であります。あわせて少雪ということで一番灯油を使う時期に価格が下がったといっ

た内容での下落であります。その他１９年度に修繕工事におきまして城内小学校体育館の屋

根の修繕を１,０００万円ほどかけておりまして、それが皆減になったといった内容でありま

す。 

２９９、３００ページについては小学校にかかる管理費であります。めくっていただきま

して３０１、３０２ページにつきましても同じような内容であります。下の方にあります小

学校事業運営費につきましては各学校に配分した内容でありまして、めくっていただきまし

て３０３、３０４ページになりますが、学校配分にした消耗品費、あるいはコピー機の使用

料等であります。 

次の事業であります小学校教育振興費でありますが、これについても各学校に配分した内

容でありまして、この事業の一番下にあります図書等購入費４８９万４,０００円につきまし

ては前年度対比１５万４,０００円の減。当初予算に比べると１０万４,０００円の増といっ

た内容での支出でありました。 

小学校施設整備等整備事業費でありますが、教育用パソコンリース料ということでの内容

で５,０５７万８,０００円の内容であります。平成１９年度におきまして小学校７校のリー

スを更新いたしまして、２０年度におきましてもう５校のリースを更新しております。２１

年度は更新がなくて、２２年度に残る８校を更新して小学校のリースの関係が全部終了する

という内容であります。 

要保護・準要保護の児童就学援助扶助費でありますが１,５２６万７,０００円ということ

で前年度比２３０万円ほどの増となっております。人数にいたしまして２６０人、前年度比

３１人の増といった内容であります。 

次に移りますが、２目の小学校整備費であります。支出済額１億６,０７７万４,０００円

ということでありまして、前年度比２億６,７００万円ほどの減となっておりますが、１９年

度におきまして大崎小学校の体育館の改築工事で３億４,７００万円ほどあったという内容
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が減になったという内容であります。 

めくっていただきまして３０５、３０６ページであります。翌年度繰越額のところに繰越

明許費４,２６８万３,０００円ほどがありますが、この年の２０年度３月補正で国の２次補

正の関係で、２１年度に予定をしておりました残る小学校の耐震補強工事４校分について３

月補正で行いましたが、それの繰越しの内容であります。備考欄に入りますが、この年にお

きましては浦佐小学校の耐震補強工事を行ったということであります。工事費といたしまし

ては１億５４万３,０００円。設計管理監督委託料といたしましては上の方にあります１９８

万円ほどの内容であります。 

その中ほどにあります実施設計業務委託料と耐震診断の二次診断の委託料につきましては、

前倒しをいたしました大巻小学校と中之島小学校の耐震診断、補強設計の内容であります。

２１年度に工事を行うという内容であります。 

小学校施設整備費４,２９２万３,０００円ですが、この内容といたしましては統合五十沢

小学校の関係であります。２０年度におきましては実施設計を実施しておりまして３,３１６

万１,０００円の内容であります。この設計につきましては設計コンペを行ったという内容で

ありまして、４社が応募いたしましてそれに対する９万円の報償費であります。土地購入費

につきましては１２月補正で五十沢中学校体育館わきの農地を１,２００平米ほど購入させ

ていただいた内容であります。 

続きまして３項の中学校費に入ります。１目の中学校教育運営費であります。支出済額１

億４,１９９万６,０００円ということで前年度対比４８万２,０００円ということで、ほぼ１

９年度と同じような内容で執行させていただいた内容であります。 

めくっていただきまして３０７、３０８ページにつきましてはそれぞれ中学校にかかる維

持管理等の内容であります。 

３０９、３１０ページに入りますが、中学校事業運営費につきましては各中学校に配分し

た消耗品費、コピー等の使用料の内容であります。 

中学校教育振興費でありますが、図書等の購入費につきましては２２３万１,０００円とい

うことで前年度比５,０００円の増ということでほぼ前年度並みの支出でありました。 

次の中学校施設整備等の事業でありますが、教育用パソコンリース料１,６２６万円につき

ましては、平成１９年度におきまして５校の更新を行っておりまして、２０年度におきまし

ては大和中学校のリースを更新したということで、中学校についてはこれで更新の作業は終

わったという内容であります。 

めくっていただきまして３１１、３１２ページであります。二つ目の事業であります要保

護・準要保護の就学援助費でありますが、１,２４８万１,０００円ということで前年度比増

２０万円ほどの増であります。人数にいたしまして１４７名、３名の増といった内容であり

ます。 

続きまして２目の中学校整備費でありますが、支出済額５,２５９万２,０００円というこ

とでありまして、１９年度比２,２００万円ほどの増となっております。翌年度繰越額のとこ
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ろに繰越明許がそれぞれ委託料と工事費とありますが、委託料２,１２７万３,０００円につ

きましてはこれも小学校と同じように３月補正で国の二次補正の関係でありまして、２１年

度事業を前倒しした内容であります。この中には六日町中学校の耐震診断の内容が１,６５４

万８,０００円ほどでありますし、大和中学校の工事に関係する管理監督業務が４７０万円ほ

どの内容となっております。工事費の繰越明許費３億８１７万５,０００円につきましては大

和中学校の耐震補強工事の内容であります。 

備考欄に入りまして２０年度におきましては塩沢中学校の耐震補強工事を２,９３２万４,

０００円ということで実施しております。この事業の上の方にある設計委託料についてはそ

れに対する管理監督の金額であります。中ほどにあります実施設計と耐震診断の関係につき

ましては、２１年度で実施いたします大和中学校に対する耐震診断と補強設計の内容となっ

ております。 

めくっていただきまして３１３、３１４ページ、４項の幼稚園費であります。１目幼稚園

教育運営費でありますが、支出済額が１,３９５万２,０００円ということで前年度比増８万

４,０００円ということで、これもほぼ１９年度と同様の内容で実施させていただいた内容で

あります。備考欄については省略させていただきます。 

めくっていただきまして３１５、３１６ページ、５項の社会教育費に入らせていただきま

す。１目の社会教育運営費であります。支出済額が９８７万１,０００円ということで前年度

比減、４４０万円ほどとなっております。１９年度におきましては文化振興公社に指定管理

を任せております施設を市の事業で使うときに負担金を払うわけですが、その負担金につい

て一括でこの社会教育総務費で計上していた関係で７００万円ほどあったわけです。それを

２０年度は各事業に分散したといった内容の減であります。それぞれ備考欄に社会教育総務

一般経費、青少年育成センターにかかる運営費、社会教育補助負担金の内容が計上されてお

ります。 

めくっていただきまして３１７、３１８ページであります。２目の公民館費であります。

支出済額が４,５０５万７,０００円ということで前年度比増７７万４,０００円という内容

でありまして、これもほぼ１９年度と同様の内容で執行させていただいた内容であります。

備考欄に公民館運営一般経費、公民館施設整備費等がそれぞれ実施させていただいた内容で

あります。 

めくっていただきまして３１９、３２０ページであります。最初の丸であります公民館事

業費の中で、放課後子ども教室推進事業委託料２４２万９,０００円でありますが、前年度比

６０万円ほど増になっております。１９年度において５教室あったわけですが、２０年度に

おきまして浦佐教室が一つ加わって６強室となったという内容であります。高齢者の活動等

の内容は記載のとおりであります。 

めくっていただきまして、３２１、３２２ページにはそれぞれ欠ノ上セミナーハウス、塩

沢セミナーハウスの管理運営費、それから勤労青少年ホームの管理運営費ということでそれ

ぞれ前年度と同様の内容で実施させていただきました。 
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めくっていただきまして３２３、３２４ページであります。３目の図書館費でありますが、

支出済額１,３４６万８,０００円ということで前年度比増１９万６,０００円ということで、

これもほぼ前年度と同様の内容で支出させていただきました。図書等の購入費３６９万９,

０００円につきましては前年度と全く同額というふうな内容になっております。 

続きまして４目の文化行政費でありますが、支出済額３,４９５万３,０００円ということ

で前年度比増、２４０万円ほどの増となっております。そのところに右側の方に備考欄に予

備費充用ということで７１万２,０００円がありますが、この内容といたしましては浦佐毘沙

門堂の関係で執筆料が不足した関係での充用となっております。 

めくっていただきまして３２５、３２６ページの備考欄の一番上の方に予備費があります

が、１６万７,０００円でありますが、これにつきましては牧之記念館の看板を移設した内容

でありまして、街路事業関連の内容であります。事業といたしましては文化行政一般経費の

下から２行目のところに事業関連工事費１５万６,０００円ほどありますが、これが牧之記念

館の看板を移設した内容であります。 

文化財保護費それから文化振興補助事業についてはそれぞれ昨年と同じ内容であります。

文化振興事業費補助金のところで一番上に八海山「白の世界」文化村補助金９００万円ほど

がありますが、当初予算６００万円でありましたが、９月と１２月にそれぞれ指定寄付１５

０万円ずついただきまして３００万円が加わっての補助の内容となっております。 

めくっていただきまして３２７、３２８ページであります。文化・スポーツ奨励棚村基金

事業でありますが、これも例年と同じようにスポーツ関係におきましては棚村基金国体等出

場推奨金ということで１１６万円といった内容であります。２０年度におきましては７７名

の方に交付をしております。一つ飛びまして棚村金活用事業でありますが、こちらは今度文

化関係の事業であります。これも１９年度と同様に小学校４年生から６年生を対象に劇「あ

らしの夜に」という劇を観覧した内容であります。 

坂戸城跡整備事業費でありますが、２０年度におきましてはこの事業の一番下にあります

御館の石垣の発掘調査をいたしまして１８９万円といった内容であります。２０年度で発掘

調査、２１年度ではそれの発掘調査に基づいた設計を行い、２２、２３で修復工事といった

ことで計画をしております。 

史跡公園等維持管理費につきましては上杉顕定公の公園の維持管理費であります。 

文化資料展示館につきましては池田記念美術館にかかる維持管理費の内容であります。 

めくっていただきまして３２９、３３０ページであります。遺跡発掘調査につきましては

樺野沢地区の圃場整備にかかわる試掘調査の内容であります。 

郷土史編さん事業でありますが、２０年度におきましては１９年度を引き継ぎまして六日

町町史の編集作業と大和町史下巻の資料収集ということで実施いたしました。なお、この郷

土史編さんにつきましては２１年度にまた編集準備作業を行いまして、２２年度から発刊作

業に入りまして、２２年度から２７年度にかけましてそれぞれ発刊をしていく予定となって

おります。 
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重要無形民族文化財指定取り組み事業５５６万８,０００円でありますが、浦佐毘沙門堂裸

押合祭の記録保存事業でありまして、平成１８年から始めまして２０年度が最終年度という

ことで報告書を作成した内容であります。印刷製本費１５７万８,０００円がその報告書の作

成内容であります。 

次の文化行政補助・負担金でありますが、これは前年度と全く同額であります。一番下に

あります越後上布、小千谷縮布技術保存協会への補助金１００万円につきましても前年度と

同様に実施いたしまして、それぞれ伝承者の養成講座等を開いている内容であります。 

５目の文化施設費でありますが、１億７,９９６万４,０００円ということで前年度比増５,

８１４万円ほどの内容となっております。この内容といたしましてはこの２０年度から市民

会館の大規模改修とさわらびの大規模改修が本格化したといった内容での増であります。 

めくっていただきまして３３１、３３２ページであります。二つ目の事業であります市民

会館大規模改修費７,１６１万４,０００円という内容であります。２０年度におきましては大

ホールの舞台機構の施設設備の改修を行っております。この事業につきましては引き続き平

成１８年から始めておりますが２３年度くらいまでかかる見込みであります。 

さわらび大規模改修工事費３,０７５万４,０００円でありますが、照明設備と空調設備の改

修工事ということで３,０７５万４,０００円であります。さわらびにつきましても平成１９年

から始めまして平成２１年度で完了する予定であります。 

続きまして６項の保健体育費に入ります。１目の保健体育総務費であります。支出済額６,

９４６万１,０００円ということで前年度比増、３,７４７万円ほどの増となっております。２

０年度におきましては国体推進費におきましてリハーサル大会が開催されたということで、

この関係で４,５００万円ほどの増となったのが主な要因であります。 

めくっていただきまして３３３、３３４ページであります。スポーツ行事運営費でありま

すが、その中ほどにありますがにいがた歩くスキーフェスティバル負担金３００万円につき

ましては、この年も小雪のために中止という内容であります。当初予算５７０万円ほど盛っ

ておったわけですが、２７０万円ほど減といった内容での内容であります。 

一つ飛びまして国体推進費でありますが５,２６２万円ということで、前年度比４,５００万

円の増であります。先ほど説明した内容でリハーサル大会が２０年度に開催されたという内

容であります。テニス競技につきましては７月１８日から２０日、自転車ロードレースにつ

きましては８月２４日に実施しております。なお、ロードレースにつきましては災害等の関

係で三国川ダムの周辺が使えないといったことでコースをショートカットした中での実施と

なった内容であります。主な内容といたしましては実行委員会への負担金の内容であります。 

めくっていただきまして３３５、３３６ページであります。２項の体育施設費であります

が、支出済額１億５３０万８,０００円であります。前年度比７,７００万円ほどの減でありま

すが、１９年度におきまして浦佐定時校跡地のグランドと体育館を購入した金額７,５００万

円ほどありましたが、その皆減といった内容であります。 

備考欄の予備費充用額９８４万円につきましては、アスベストの関係で再調査をした中で
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Ｂ＆Ｇの体育館にアスベストがあるといったことから、これの除去工事を行うといった内容

での充用であります。 

工事といたしましてはこの事業の下から３番目に施設補修工事費１,１３４万円ほどがあ

りますが、この内容といたしまして今ほどアスベスト除去工事で９８４万円。その他Ｂ＆Ｇ

のプールのワイヤーの撤去工事も１５０万円で実施した内容であります。 

スポーツコミュニティーセンター施設整備費でありますが、１,３３７万４,０００円であ

りますが、これにつきましてはディスポートに対する大規模改修ということでこれも平成２

０年から平成２２年にかけて大規模改修を行っていきたいという内容であります。 

めくっていただきまして３３７、３３８ページであります。二つ目の事業であります県営

塩沢ジャンプ台の管理費であります。この事業の下から２番目に県営塩沢ジャンプ台改修負

担金３７０万４,０００円ほど支出しておりますが、この年度におきましてサマージャンプ台、

サマージャンプの滑走面の改修をやっております。総事業費が２,６２９万４,０００円の県

の事業でありまして、その負担１５パーセント分であります。その下の県営石打丸山シャン

ツェ修繕工事費１４０万７,０００円でありますが、この塩沢ジャンプ場につきましては６月

議会で名称の変更をやりまして石打丸山シャンツェと名称を変更した関係でこういった記載

にしております。コースの縁段の雪止め角材の取付工事を行った内容であります。 

３項の学校給食費に入らせていただきます。支出済額４億７,９４６万７,０００円という

ことで前年度比増１億２,４４６万１,０００円、１億２,４００万円ほどの増となっておりま

す。増の内容といたしましては平成２０年から今まで塩沢地区の学校給食につきましては自

校方式ということで自校会計をやっていたわけですが、２０年度から一般会計に賄材料共繰

り入れたといった内容での増が１億９００万円ほどであります。その他６月議会でありまし

たが、賄材料費の改定、６から７パーセントの改定を行っております。この関係で２,４００

万円ほどの増となっております。その他塩沢中学校に併設して給食センターを２１年度から

建設しておりますが、その実施設計ということで１,３００万円ほどの内容が増の内容となっ

ております。 

備考欄に入りまして二つ目の事業、自校方式の事業費で一番下の賄材料費１億９６５万９,

０００円でありますが、これがほぼ１億９００万円ほどの増となっております。今までは後

山小学校と塩沢中学校の方のパンの関係が若干載っていたわけですが、２０年度から塩沢地

区の小学校７校と塩沢中学校分についても一般会計に計上した内容であります。この中で後

山小学校分といたしましては４０万円ちょっとくらい、残りが塩沢地区の関係の賄材料費と

なっております。 

めくっていただきまして３３９、３４０ページでありますが、給食センター方式事業費の

内容でありまして、この事業の内容のちょうど真ん中ごろに賄材料費２億４,３３０万円ほど

があります。前年度比増で５６０万円ほどの増となってきております。増の内容といたしま

しては給食費の改定がありまして、センター分といたしましてはこれが約１,５００万円ほど

の増が出ております。それぞれ小学校の給食費月額４,３００円を４,６００円に、中学校を
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５,０００円の月額給食費を５,３００円ということで３００円ほど値上げさせていただいた

内容であります。その他減の内容といたしましてはコシヒカリ差額の減ということで約４０

０万円ほど減になっている内容であります。あと児童生徒の減少といった内容でのトータル

的に５６０万円ほどの増といった内容であります。 

めくっていただきまして３４１、３４２ページでありますが、一番最後のところに塩沢地

区給食センター建設事業費１,３２８万２,０００円ということであります。それぞれ塩沢小

学校、塩沢中学校の給食棟の老朽化等に伴いまして、塩沢中学校に併設して給食センターを

建設するという内容での、２０年度におきましては実施設計の内容で１,３２８万２,０００

円という内容であります。 

以上で１０款の説明を終わります。 

○議   長  ここで社会教育課長より発言の申し出があります。これを許します。 

○社会教育課長  ８款の土木費のむかしや管理費関連で保留させていただいておりました

が、そのことについてお答えをしたいと思います。平成１９年度より都市計画課から１０款

教育費、文化行政一般経費ということで報償費の中で平成２０年度は１０万円支払いをさせ

ていただきました。 

平成１９年度から申請をしておったのですが、平成２１年度もふるさと創生基金事業とい

うことで申請をしておった５万円が市の施設管理としては該当にならないという理由で、不

足をする事態となりました。現状の活動といたしましては４月から１２月の土曜、日曜には

開館をしております。９カ月間は土日の開館。そして平日につきましては予約受付をした上

で開館をしております。大体年間の延べ日数で申し上げますと９４日間開館をしております。

なお、この間に来館いただきましたお客さんは約５,７００人程度でございます。 

なお、議員さんの方のご指摘がありました平日の閉館がイメージが悪いということは、私

もそういうふうに思っておりまして、平日開館を望むところでありますが、どうしても活動

費が不足するというところで、平成２１年度につきましては若干の文化行政費の一般経費の

中から報償費増で対応させてもらいまして、会の会長さんの方からも了解をいただいたとこ

ろです。 

なお、その後の対応につきましては、今後地元議員、むかしやの会の会長さんを含めた役

員さん、それから施設の主幹であります都市計画課と協議いたしまして、ガイドボランティ

ア等の例もございますので、協力金をいただくか、そういうことも含めまして新年度の予算

対応を視野に検討したいと思っておりますのでよろしくお願いします。以上です。 

○議   長  教育費に対する質疑を行います。 

○山田 勝君  今ほどの関連ですけれども大変戻って恐縮なのですが、ページが２６８の

県営奥只見レク都市公園の事業費、こちらの負担金がこちらへ出ております。それとの兼ね

合いをご説明願います。 

○建設部長  奥只見レク都市の事業費負担金については、レク都市公園の施設の柵、それ

と通路の滑り止めを施工したということで、その部分の地元負担金ということで４分の１負
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担が市の方に来たということでございます。むかしやとの関連は特にないということで考え

ています。以上でございます。 

○高橋郁夫君  ページは３０４ページと３１０ページになりますが、教育用パソコンにつ

いて。総務費の方からも話がありましたが、私はこの教育用パソコンの小学校５,０００万円

ちょっとと中学校１,５００万円ちょっとの金額についてお伺いします。小中学校のこの中身、

５,０００万円ちょっとと、１,５００万円ちょっとの中身は、大体でいいですので、どの部

分がパソコンの費用なのか。あと工事費の費用なのか。 

あと昨年、各校のサーバーを本庁舎センターサーバーに移行するということで、今まで１

億円ちょっとかかっていたものがかなり、予定では４,６００万円くらに今度はなるのではな

いかということで、そういった工事費も含んでいるのか。そしてその本庁舎センターサーバ

ー方式にはもうなっているのかどうなのかというのをお伺いしたいと思います。 

あとこの金額に対してパソコンをリースしているわけですけれども、そのリース契約の台

数ですね。多分小中学校をあわせると全部で７５０台くらいなるかと。元のまだ換えてない

のも含めれば７５０台くらいになると思うのですが、その辺から７５０台くらいで割ればい

いのかどうなのかということをお伺いしたいと思いますが、よろしくお願いします。 

○学校教育課長  パソコン本体と、ソフトと、保守、その他の比率ということで、今回の

決算の額の中ではいろいろの関係で難しいですから、２０年度の２１３台新しくリースした

件でご説明したいと思います。 

この中でリース代については税抜きで全体で１台３２万８,３５９円です。そのうち本体の

パーセントが２９.８３パーセント。ソフトの部分が４２.４８パーセント。保守の部分が１

０.７２パーセント。その他ラン設備だとかサーバー機器だとか周辺機器の部分が１６.７９

パーセントです。 

それで多分高橋議員の知りたいというのはパソコンのリース価格、６０カ月５年リースに

した場合ですが、１台当たり９万７,９４５円になります。リース利用率が１.７６２２５パ

ーセントということです。それで今回買わせていただいたパソコンについてが、買取価格が

１台７万３,１５８円ということです。昨年も高橋議員の方で買取りした方が安いのではない

かというご質問があったときに、我々の試算では若干しか変わらないというお答えをしてあ

ります。ただ、今回の入札の方法をもって結果としては大分安く買い取れたというふうにな

っております。以上です。 

○高橋郁夫君  金額的に今回安くなったということですが、リース料だけではなくて要は

保守サポートについてなのですが、このたび買った４８５台についてもサポート関係は５年

は多分ついている契約になっていると思うのです。そうするとあとは保守の分で要はこの１

台３２万５,０００円に対して１０パーセントちょっと出ているということは、１台当たり３

万円ちょっと保守とサポートで出ているわけですよね。 

ただ、私は基本的にはこの庁舎内で使うようなパソコンは別にしても、やはり教育用パソ

コンにしてみれば例えば今回みたいな買い取りにしてサポートも含んでいるわけですから、
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保守は年何回見なくてはならないとかそういうことは、私は必要ないのではないのかなと考

えています。 

実質使っている中で例えば故障したりあれしたりすれば、要はサポートの方で呼んで直し

てもらえる。直したときにその直し賃をやればいいわけですから、１台当たり３万円ずつや

はり年間出しているということがちょっとどうかなと思っているのですが、いかがでしょう

か。 

○教育次長  先ほどの質問の中に入っておりましたセンターサーバー方式かということに

つきましては、センターサーバー方式でやっております。 

それから今回の教職員用のパソコンを購入した際のサポートでありますが、これはハード

に対するサポート代でありまして、ソフトのサポートは含まれておりません。それはまた別

に契約する内容でありますので、そこら辺がちょっと違っております。 

それから児童生徒に対してサポートというのですか、保守サポートはいらないのではない

かというふうな話でありますが、ハード面のサポートもそうでありますが、ソフト面につき

ましても各学校でそういったサポートの方を呼んでいろいろ相談をするという、そういうふ

うな回数がかなりありますので、こういった保守管理というのは小学校で授業をやっており

まして、ちょっと動かないとかはあってはならないわけですので、そういったところがあれ

ばすぐそういったサポーターを呼んでやるということで、やはりこういった教育用パソコン

についてはそういったソフト面でのサポーターというのは当然必要だというふうに思ってお

ります。 

○高橋郁夫君  やはりそのサポートや保守があるせいもあってなかなか買い取りは難しい

のかな、みたいなのが多分あるかと思うのです。今までやはり頼んでいるところでみんな一

元管理してもらわなくてはならないというのがあると思うのですけれども。このたび、やは

り市内の業者何社かでもって入札して非常に喜ばれているかと思うのです。ただ、私自身と

してはこのたび５,０００万円の予定価格の要は３割安くらいになると、なかなかもうかると

ころまでいかないのではないかなと思うのです。 

けれども、そういう人たちにしてみれば、今後やはり市として小学校のパソコンについて

も、何とかそういったかたちでやってくれるのではないか。やはりそのためには何とか今回

は安くあれしようという思いもあるかと思うのです。 

だからそこら辺で今後、この買い取りにするのかリースにするのか。できればいずれにし

ても市内の業者を使うのか使わないのかというのも、やはり考えていかなければならないの

だと思うのですが、その点をお願いします。 

○教育次長  今回初めて買い取りというふうなことをやったわけですけれども、買い取り

ということになりますと一度期にかなりの金額、何千万円という購入金額がいるわけです。

これが５年ごとに出てくると、そういった財政的なそういった面で対応できるかどうかと。

リースというかたちになりますと１年ごとに平均され、リース料はかかりますけれども、平

均的な財政運営ができるという、そういうふうな面での今までリースのかたちでやってきた
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わけであります。 

今回買い取りということで国の補助金が出ましたので、そういった関係で一気に買い取り

をやったわけですけれども、確かに入札結果を見ますと非常に上と下とばらつきがあったわ

けでありまして、私どもも驚いているわけです。安くなった原因といたしましては、やはり

そういった今回の買い取りに対して企業の考え方、頑張った点があってこれだけの価格にな

ったのではないかなと。かなり、７万円ということで安くなったのではないかなというふう

に思っております。 

今後につきましても買い取りにするか、リースにするかという問題あるわけですけれども、

そこら辺は今言ったような内容で、財政的に買い取りの方のかたちができるとすれば、買い

取りの方が競争意識が働くということであれば、またそれらも含めて検討していきたいとい

うふうに思っております。 

○佐藤 剛君  ２点お聞きをいたします。まず３２０ページの上から４段目の施設管理等

委託料ですけれども、これは指定管理か何かの委託料ですよね。その内容とその委託料の算

出根拠というのですかその辺をちょっと。もし、指定管理の施設管理委託料であれば１８、

１９、２０と非常にその委託料の金額の増減といいますか――減はないのか――それが動い

ているのですけれども、そこら辺の考え方をまずお聞きをしたいという点と。 

もう１点が３３６ページ、大変ちょっとしつこいようで申し訳ないのですが、予備費充用

です。９８４万円の予備費充用につきましてはＢ＆Ｇ体育館のアスベスト除去ということで

説明がありました。私は当初予算のときに予備費も含めまして議決しているわけですので、

予算外の行動、そしてまた予算を超えた部分の予備費の充用を使用することについて、非常

に問題はない、間違ってはいないというふうな認識はあるわけなのですけれども、いつも言

っていますようにこの予備費充用というのはこの時点でしか出てこないのですね、何に使っ

たかというのが。 

多分私はこの上の部分、総務文教委員会の中でもそのアスベスト除去という話は出てこな

かったと思うのですけれども、そういうのがこの決算時にぼんと――私の認識違いかもしれ

ないのでそれは間違ったら言ってください――そういうぼんと出てくるのも、私らがチェッ

クするには非常にチェックしづらいというところがありますので、そこら辺の考え方をちょ

っとお聞かせいただきたいと思います。 

○教育次長  最初の３２０ページの関係の施設管理委託料ですか、この内容といたしまし

ては塩沢公民館と大和公民館がそれぞれあるわけです。それに対するシルバーに対する委託

料ということでそれぞれ公民館の場合は５時で大体職員が帰るわけですけれども、それから

１０時くらいまで開いています。それらに対してシルバー、あるいは大和については浦佐管

理物産ですか、そちらの方にお願いしているという施設管理の内容であります。 

それから予備費の内容でありますが、浦佐Ｂ＆Ｇの体育館のアスベストの関係であります。

このアスベストについては以前調べたわけですが、これについて基準がかなり種目が増えた

といったことでまた再調査が入りまして、その結果Ｂ＆Ｇの方にアスベストがあるというの
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が、今度対象になったということで１２月補正を待っていられないというふうなかたちで、

急きょ予備費を使わせていただいてという。余り長く放っておけないということで、そうい

うかたちで予備費を使わせていただいたという内容です。 

○佐藤 剛君  わかりました。指定管理等委託料、私のちょっと勘違いの部分もありまし

たけれどもわかりました。ただ、５時以降の施設管理というようなことですけれども、この

予算組みを見ますと当初予算がありまして、その後補正がなしで予算流用か何かしましてこ

の３８０万円の予算をねん出したというところがあるのですけれども、その辺は５時以降の

施設管理であれば、きちんとした予算組みのかたちでも把握できたのではないかというとこ

ろも私はちょっと感じるところがあるので、そこら辺をちょっとお聞きしたい。 

あわせまして当初予算に施設警備委託料というのがあったのですけれども、途中で減額補

正をされて最終的には決算に出てきていないのですが、これが施設警備委託というのがなく

なって、その委託料が流用されたのかなというところもちょっと考えられるので、その辺の

流れを教えていただきたいと思います。 

予備費充用につきましては、発覚から対応まで補正なりの時間的余裕がなかったというこ

とでありますので、その辺は了解いたしました。一点だけお願いします。 

○教育次長  ３２０ページの内容でありますが、施設管理委託料が前年と当初期に比べて

９４万３,０００円ほど増になっております。それから１、２、３、４、５、六つ目のところ

に施設警備管理委託料が３７万８,０００円ということで、これがほぼ同額の９５万８,００

０円の減というふうになっておりまして、今、議員さんが言われましたようにこの施設警備

管理委託料から施設管理委託料の方に流用したという内容であります。 

この内容といたしましては、塩沢公民館におきまして従来から５時以降の受付等の業務に

つきまして、警備会社の方に管理も含めまして受付の方もやっていたというふうな内容であ

ります。一方大和の方はそうでなくて、先ほど言った内容でありますが、それを施設警備の

方につきましては、受付業務につきまして塩沢の方はシルバーの方に切り替えたという内容

で、警備会社を頼むよりもより安くなったというふうなことです。警備の方につきましては

そういったことで機械警備というのですか、夜中の機械的な察知をすると。そちらの方だけ

に絞ったということで、そういった内容での警備保障の方の受付からシルバーの方に移した

という内容であります。そういった入れ替えでありまして、ここに表れませんけれども、シ

ルバーの方に移したことによってかなりこの受付の委託料が減少しているという内容です。 

○中沢俊一君  学校教育全般につきまして教育長に伺いたいと思っていますが。今朝も新

潟日報の社説に、日本の子どもたちの学力が出ておりました。平成２０年といいますとＯＥ

ＣＤが行った可能な限りの２８か国の中では、日本の学力が最低クラスだったということが

報道されておりましたし、また全国学テが行われて２年目でもありました。こういう客観的

な数字が比べるものとして出てきた中で、校長会あたりで教育長はどういう相談といいます

か、指示といいますか、そういうことをやっておられたのか聞かせてください。 

○教 育 長  お話の学力についての議論があったことはそのとおりであります。ただ、
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こういうことがあったから直ちに私どもが校長会に学力についての指示をしたかといいます

と、そういうふうにはなっておりません。何かの折にも申し上げたような気がしております

が、このＯＥＣＤの学力、あるいは全国共通の学力及び生活実態の調査、これで計られてい

る学力だけがその学力だとは思わないというところがあります。 

ただ、一番気になったことは、この全国共通の学力、いわゆる学力テストの中で、自分に

もあるいは自分には良いところがあると思うかという設問に対する、そう思うという子ども

たちの割合がこの地域は低い。このことには正直驚いたところであります。全国と比べても

全県と比べても、この地域の子どもたち、小学生も中学生も自分には良いところがあると思

うというふうに答えた子どもたちの比率が随分、はっきり言って低いのです。 

このことについてどうすべきかというふうなことについては、校長会にも投げかけをいた

しましたし、学習指導センター、あるいは私どもの事務所に一緒におります管理指導主事と

もいろいろ議論をいたしました。どうやったら一気にこの数値が高まるかというふうなこと

は、もちろんわからないわけでありますが、少なくとも家庭の中において一定の役割を果た

したら褒めてもらえるというふうなことも、非常に大きな要素ではないかなと。学校におい

てもグループでの取り組み、活動、そういったところをきちんと評価することによって、自

分は役に立っている、そういった気持ちを持たせたい。こういったふうなことを議論してま

いりました。今現在も同じであります。 

○中沢俊一君  なかなか難しいとは思っております。今日、市長の答弁がなかなかなかっ

たもので、ちょっと市長にも聞いてみたいのですが、決してこういうテレビで我が地域のま

あまあ歴史みたいなものが紹介されたから言っているのではありませんけれども、やはり大

鉈を振るって家庭にも地域にも、そういう意識をつけるにはいい機会だったのではないのか

なというふうに思っております。 

市長部局と教育委員会部局が確かに分かれてはおりますが、最近はそういう垣根を取り払

っている自治体もあるわけでして、こういう機をとらえて市長、どんなふうにこの辺の今教

育長が答弁されたようなことをできたら変えようとしておられるのか。ちょっと聞かせてい

ただければ。 

○市   長  今、教育長がちょっと答弁した中で自分の長所といいますか、そういうと

ころがあると思うという子どもが少ないという、そういう部分でありますけれども。我々が

自分で子どものころに返ってみて、なかなか自分の性格や長所や短所を把握できないという

そういう部分はあるかと思いますし、性格的な中でわりあいとこの地域、新潟県全体がとい

う話もありますけれども、シャイといいますか引っ込み思案といいますか、そういう部分も

あるのでしょう。ただ、自分の長所、いいところがあると思わないというような回答が多い

ということは、ちょっとやはりある意味では残念だと思います。本来そうではないと思うの

ですけれども。 

そこで例えば今回の天地人放映等も含めて郷土の偉人、これらを紹介する中でそれを教育

にどう結びつけていくかということでありますけれども、やはりこの地域で今までそう大き
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く取り上げられてこなかったこういう偉人がいたということを、改めて今市民の皆さんには

何ていいますか、納得いただいているわけですし、学校の方も読本か何か配ったのですね。

それを全部配布して、そのことを知らしめているわけであります。 

しかし、前にもちょっと私が触れましたように、今、総合計画の見直しのアンケートをと

っている中で、この天地人に関してこういう偉人がいたこの地域に誇りを持つことができる

かとか、持てるかと、約６割の皆さんが誇りに思うと。こういうことも答えているわけであ

りまして、そういう部分をうまく取り上げながら教育の中に生かしていくというのは大変重

要なことだと。 

ただ、我々がああしろこうしろということはなかなかこれは言える立場ではありませんの

で、教育長の教育方針も当然私の考え方とそう狂っているとか、大幅に違っているというこ

とではなくて、ほぼ同一方向を向いているわけですから、そういう面にもこれからもっとも

っとやはり力を入れていきたい。特に道徳教育という部分については、やはり我々の今の現

状から見ますと、もう少し力を入れてもらってもいいのではないかなというような気もしま

す。 

それから市歌、これも私の方で校長会で、これは正式の会ということではなくて懇親会の

中でお願いをいたしまして、まず子どもたちから歌ってもらいたい。そういう中でやはり郷

土、これに誇りを持てるようにしてもらいたいということで、これについては学校の方でも

相当取り組みをしていただきました。赤石小学校では市歌を歌う会ということを開催させて

いただいて、我々も呼んでいただいたわけですけれどもそういうこともありました。 

ですので社会的な全般の状況をとらえながら、この地域のいいところ、そして人間性のい

いところ、こういうことはどんどんとやはり教育の中にも取り入れていく、生かしていくこ

とは大事なことだと思っております。 

○中沢俊一君  前向きな答弁を伺って安心もしていますが、まだまだもう少しかなという

ことも今感じました。自分に対していいところがない、これは外国の先ほどのそのＯＥＣＤ

あたりと比べて一番やはりはっきり出ているところではないかと思っていますし、また、こ

の地域の子どもたちが家庭学習の時間が極端に少ないということにもやはりつながっている

ような気がします。 

目標を持てない、自分のいいところがまた見つからないものだから、それを開発していこ

うという意欲も少ないと。市長が今言われたようなことの取り組み。本当にシステムとして

新しいことを取り入れていくようなかたちでいかないと、この好機を逸してしまうような気

がいたします。南魚沼市立の小中学校、本当にこの機会を逃さずして千載一遇のチャンスと

して取り組んでいただきたい。答弁はいりません。 

○教 育 長  今お話がありました目標を持たせよう。このことについては今、作業を始

めました基本計画の中で、どのようにして目標を持たせるかといったところにも踏み込んで

まいりたいと。このように考えておりますので、またご指導、ご支援をお願いしたいと思い

ます。 
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○岩野 松君  ２０９、２１０ページの教育相談適応指導事業ですか、それについて今ま

では３地区で行われていたのが、この年度から一緒になって行っているということで、成果

の概要の方の７６ページを見ますと、確かに数字的には余り問題のものが増えていないなと

いう感じを受けましたけれども、実際に１カ所にした方が効果があり良かったのかというこ

とをお聞かせいただきたいと思います。 

もう１点はどこにあるのかちょっとあれなのですけれども、ブックスタート事業について、

ちょっとどのようなかたちでブックスタートをしているのかお聞かせください。 

○学校教育課長  教育相談についてお答えします。一カ所に集めたのは２１年度からです。

２０年度はまだ３地区で二人ずつの指導員でやっております。では、今年度集めたことによ

ってどういう成果があったということをご説明したいと思います。 

今まで来られている不登校の生徒のみの対応だったのですが、集めることによってその他

にやらなければならない学校へ出向いて不登校傾向のある子どもに対しての学校との連絡。

それからもう１点は二日町教育支援センターに来られない子どもたち、家にこもっている子

どもたちへの対応ができるようになったという部分が大きな成果です。 

なおかつ二人の生徒に各地区でいうとどうしても指導員と児童生徒のつきの悪い場合、そ

ういう面では先生が、指導員が増えたということで、チェンジしながら子どもに合わせなが

ら指導ができるという部分が大きな要因でございます。以上です。 

○社会教育課長  今ほどのブックスタートの事業のことでございますが、１９９２年に英

国で始まったそうでありまして、２０００年に日本が２番目にスタートをしたという制度だ

そうでございます。なお、当市では１歳児の親子に絵本の提供をということで、歯科検診時

に毎月実施いたしておりますが、絵本を配布しているということで２０年度の実績につきま

しては４２４冊ということで報告をさせていただいてあります。以上です。 

○岩野 松君  すみませんでした。では教育適応相談はそのことで結構でございます。わ

かりました。 

ブックスタートのことですけれども、私も余りこれは自分の子育ての中でもなじみがなか

ったもので、どういうかたちで効果をあらわすようにやるのかなというのは、非常に見守っ

ていたのですけれども。まだまだ始められてそんなにものすごく皆さんの中に定着している

というふうには思えない事業だと私は認識しておりますが。たまたまそれに遭遇した人たち

からは、本を与えられるけれども子どもに対しての読み聞かせをどうするとか、それから本

への親しみの説明とかそういうのは余りないというふうに聞いていたもので。ただ、もらっ

てくるだけだよということがあったものでちょっとお聞きしたのですが。そこら辺の指導は

どうなっていますでしょうか。 

○社会教育課長  今ほどの件ですが、確かに歯科検診時にやっておるのですが、先生の方

のやはり関係もございまして、なかなか時間をうまくやりくりするのが非常に難しいという

ことは聞いております。そんなこともありますので検診時の対応についても、もう少し私の

方で把握をした上で、また検討できるところについては検討して対応していきたいと思って
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いますのでよろしくお願いします。 

○関 昭夫君  一点だけお願いします。２９０ページ、学校評議員報償費に関連してです

が、学校評議委員会もう何年か続いているわけですが、この開催状況、それから開催するこ

とによる効果というかそれと評価。あわせて必要性についてどのようなお考えを持っている

のかお聞かせをいただきたいと思います。 

○学校教育課長  年に１回から３回実施しております。平均大体各校とも２回の実施です。

各校４人の評議員、多いところは５人、少ないところは３人ということで評議委員会を行っ

ております。学校教育課としてはかなり重要な会だと思っておりまして、例えば大和中学の

場合は学力について。常に学力向上についてはどうしたらいいのかという傾向がありますし、

その学校、学校でいろいろな話し合いの傾向があります。全部同じではないですが、やはり

学校にとって、児童生徒にとってどうあったらいいかということで、保護者、保護者ＯＢと

学校が、学校にとってのことを協議するということは、大変重要な会議だというふうに位置

づけております。以上です。 

○関 昭夫君  今ののでいくと非常に効果があって必要性があると。１から３回くらいの、

というお話ですが、２０年度、私の知っている範囲の話ですがゼロ回という学校もあります

ね。２１年度も依然やっていませんけれどもどこだかご存知だと思いますが。せっかく予算

を盛って、今の話ですと必要だと言われている。開催する権限は、どうも要項や何かを見る

と学校長にだけあるようですので、学校で必要ないという判断だとすれば、これは開きよう

がないのだと思いますが、教育委員会の方の認識が非常に重要だと、有用だというのであれ

ばやはりおかしいのではないかなと。 

特にいろいろな問題を抱えてそれが表に出たりいろいろしている中で、開催がない学校が

ある。あるいは３回もやっている学校があると。市内の中で先ほどの中沢議員のお話もあり

ましたが、子どもたちの状況、そして学力に対する考え方、教育委員会も市長も同じように

いろいろなことを思っている。それがこうやって話になることで、やはり市民にも知らしめ

られていくわけです。学校現場では市民との、評議委員を通じての話になりますが、そうい

うことに対する何でしょう、意見交換とかそういう場を持たないということ自体は、非常に

アンバランスかなという気がしていますがいかがでしょうか。 

○教 育 長  ご指摘のとおり開いていないということについては非常に遺憾であります。

とかく学校が閉鎖的だというふうな批判を受けた中で、恐らくこの制度もスタートしてきて

いると思いますけれども、制度ができていながらまだやっていない。あるいは今までやって

きたのだけれども今回はまだというふうな、それはいろいろあると思います。事情もいろい

ろあるとは思いますが、制度があるのに、予算があるのに開いていないというのは非常に遺

憾でありますので、今後そのようなことがないように指導をしてまいりたいと、このように

思います。 

○寺口智彦君  ３点ほどお願いいたします。まず３２３ページの文化行政費３,４９０万円

余り。この教育予算の中で約２.０９パーセントということでありましたが、この数字につい
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ての教育長の感想をお伺いしたい。 

それから３３０ページの南魚沼市の郷土史編さんについてですけれども、各旧３町で町史

ということで編集といいますかその作業が進んでおりまして、塩沢は終了と。六日町ももう

じき終わるということですが、南魚沼市の市史として発刊をするということになれば、資料

としては旧３町のもので構わないと思います。けれども、発刊をするについては、それ全部

をただ寄せ集めただけの発刊でいくのか、あるいはまたもう一度編さんのし直しをしてやっ

ていくのかということをお聞きしたい。 

もう１点は３３６ページの体育施設の修繕費、機器修理費でありますけれども、この決算

では修繕費が約１２０万円くらい。施設の機器の修繕が１２８万円くらいでしょうか。成果

の報告によりますと体育施設については利用登録団体が３２１。２９ある施設の方の利用者

数が３０万ちょっとであると。参考で小学校の方の学校開放ということで１１万人くらい、

中学校の開放で約５万人くらいということであります。小中は別にしまして、体育施設は相

当利用されているわけですが、それにしてはその修繕費といいますかが少なかったなという

感じがします。各施設でいろいろな市民の方から要望が出たかと思うのですけれども、そこ

ら辺の対応はどうであったかという、３点についてお願いします。 

○教 育 長  大変申し訳ありませんが、第１点目について聞き漏らしてしまいましたの

で、またお願いしたいと思いますが。 

２点目の郷土史でありますけれども、これは今議員おっしゃいましたように塩沢は合併前

に完成していました。六日町と大和町につきましてはこれがそれぞれ何ていいますか、大和

町は上巻は出ておりましたが下巻の方がまだできていません。同様に六日町も合併前に始め

た段階でありましてできていないと。こういう状況を受けまして、今取り組んでおります郷

土史編さんは、合併前に始めたいわゆる六日町部分の郷土史、六日町史といったものですが、

合併後いつまでも六日町というのも名称として異なものだということから郷土史と言ってい

ますが、あくまでも六日町史、それから大和町史の未完の部分を発行しようという事業であ

ります。 

ご指摘にありました南魚沼市全体を通しての郷土史ということについては、今現在構想を

持っておりません。旧で言いますと塩沢町、六日町、大和町。共通する部分も多くあったと

思いますししますので、新たに南魚沼市としての全体としての郷土史というものを発刊する

という考えは今持っておりません。 

それから体育施設の修繕費であります。施設関係でありますが、学校開放等々でいろいろ

ご利用いただいております。特に体育館の場合、照明器具が、燈具ですね、これが高いとこ

ろに取り付けてあってつかなくなってもなかなか取替えができないという点で、利用いただ

いている団体の皆さんからも、あるいは貸している学校からも、特に何とかならないかとい

う声が出ているところであります。 

新しく作るときに何ていいますか、照明器具を下に降ろして取替えができるというふうに

なっていればまことに簡単なのでありますが、高いところになりますといちいち足場を組ん
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でというふうなことになりますと、非常に器具の代よりも足場代がはるかにかかるというこ

とから、なかなか十分な照度のないところでご利用いただいているというふうなことがある

のが非常に残念なところであります。以上でございます。 

○教 育 長  文化行政費の金額の評価ということだったかということでありますが、決

して十分な水準に達しているとは思っておりません。ただ、様々な需要がある中で何ていい

ますか、緊急性の高いものから取り組まざるを得ないというふうな中では、やむを得ないか

なということでありますが、今後は、何回も申し上げていることでありますが、学校の耐震

化等々が来年度で終了するという中で、それを受けましたその後は市民全体の文化レベルの

向上というふうなことも大きな課題になってくると、このようには考えております。 

○寺口智彦君  文化行政については国体もありますし、それ終了後ということかなと思い

ますが、県全体を見ましてもかなりこの文化行政費の割合は低いというのがどこの自治体で

も同じであります。限られた予算でもありますので優先順位というのは当然考えられるわけ

でありますけれども、それにしてもちょっと少ないかなという感じがしました。 

それから社会体育施設の方ですけれども文化公社の方にかなり委託をしていますが、その

中に人件費ばかりではなくて維持修繕費というのも当然含まれているわけです。文化スポー

ツ公社の方でもなかなか予算が足りないという声をよく聞くわけでありますので、そうする

と市民の方からも今教育長おっしゃられたように照明が暗いとかということに加えて、やは

りいろいろな要望が出ているかと思います。それにしてもちょっと金額が少ないかなと思っ

たものですから。文化スポーツ公社の方からそれが出ていれば、全体的にこれだけかかった

というのがわかればその報告をお願いしたい。 

○教 育 長  社会教育課長から説明をさせます。 

○社会教育課長  確かに市で持っている体育施設関連の修繕費が足りないということで特

に学校開放ですかね、そういった面では不便をおかけしているということは聞いております

が、なかなか電気の球一つの値段は買えるのですが、足場費が実際に何箇所も換えるという

ことになると相当足場費の方にとられてしまうというふうなこともありまして、１個だけ球

が切れてすぐ換えることがなかなかできなかったということがございます。 

ただ、大型施設の方につきましては、大規模改修ということで年次計画を立てまして、総

合計画の中の実施計画で計画をさせていただきまして、大幅な修繕をディスポートその他に

つきましてやっております。そういった中でその中でもってできるだけ大型な修繕は２０年

以上たっているというような状況でございますので、そういうところについては直している

のですが。学校の方の関係がどうしても教育の方と、学校開放ということで社会体育という

ようなところで、なかなか予算付けがままならないということは事実上知ってございます。

新年度においてまたそういったところを点検いたしまして要望していきたいと思っています。 

（「大体総額でいくらかかったかわからないですか。それを聞いたのです」の声あり） 

○社会教育課長  文化スポーツ振興公社の方で毎年見積りを出していただいています。そ

んなこともありますので、今この場で総額いくらというのはちょっと提示できませんけれど
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も、まあ予算要求時にそれぞれ全部出していただいて、資料としてはいただいていますので

その中で精査をさせていただきたいと思っております。 

○笠原喜一郎君  １点だけお聞きをいたしますが、２８８ページの教育委員会費の中でお

聞きをいたします。昨年の１１月だったと思いますけれども、学区の再編検討委員会の答申

が出たわけであります。そのことについて教育委員会では答申を尊重するというようなこと

でその答申を受け取ったわけですけれども、その後の各対象学校への説明あるいは取り組み。

今の状況をちょっとお聞きいたします。 

○教育次長  学区再編につきましては２０年度１１月に答申いただきまして、それを市の

方針というふうにしまして、今年度に入りまして全部の学校を回ればいいのですけれども、

今一番ポイントになっております３中学校につきましては、それぞれＰＴＡの総会時に合わ

せまして説明をいたしました。 

そのほかこれからこのままいけば複式学級になるという可能性がある第一上田と第二上田

小学校につきましても、それぞれＰＴＡの総会にあわせて説明をいたしました。残る学校に

つきましてはＰＴＡの連合会の総会がありましたので、そのときに各ＰＴＡの会長、副会長

さんが集まりましたのでその場でも一応説明をしました。とりあえず私どもが一応投げかけ

たという、こういうふうな情勢ですよというふうなかたちで投げかけた状態であります。そ

れぞれ各ＰＴＡでこれらの問題について認識をしながらどういった取り組みをするかと、そ

ういうのを今現在、各ＰＴＡに投げかけている段階であります。 

ただ、投げかけただけではなかなか動きがとれないという面もありますので、今ほど言い

ました３中学校、それから二つの第一と第二上田小学校、それからもう一つはこれから大規

模改修が予定されております五日町小学校と大巻小学校につきましては、これからまた私ど

もの方でもＰＴＡの方といろいろ話し合いをして、どういった取り組み方をしていくかとい

うことをこれから９月、１０月にかけてお互いに話し合いをしていこうと。今、そういうふ

うな段階であります。 

○笠原喜一郎君  そこが大事なことだと思うのです。その答申を諮問したときに第一に考

えていただきたいのは、子どもたちにとって一番好ましい教育環境はどうあるべきかという

ことで、皆さん方から検討いただいたというその前提があるわけですから。そのことを受け

て出てきた答申をやはり受け取ったわけですから。それは今次長が言われるように説明をさ

れた後もその各地域の自主性に任せるとかということでなくて、やはり私はそこに教育委員

会として――それはいろいろな声はあると思いますよ。あると思いますけれども、やはり子

どもたちの教育環境にとって、私たち教育委員会とすればこうだというような、そういうや

はりかかわり方を私はしていくべきかなというふうに思いますけれども。教育長からひとつ

ご答弁を。 

○教 育 長  ごもっともでございますが、ただ、私どもといいますか、あるいは職員も、

今年度は非常に事業が立て込んでございまして、その中でよく職員はやっているなと思うの

ですけれども、今年度これだけ事業が集中している中で、今議員がおっしゃったようにはな
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かなか動けないというのがまた実態であります。 

そういう中でも今ほど次長が申し上げましたように、それぞれＰＴＡの総会、あるいは大

勢集まっていただける機会をねらって、押し売りのようなかたちでありますがその状況の説

明、あるいは皆さんはどうお考えになりますかと、こういうことで今年のところはやってい

るところであります。 

また、何かの折にも申し上げたような気がいたしておりますが、早く統合した方がいいで

すよ、統合しましょうというふうなかたちで出ていきますと、なかなかまとまるものもまと

まらないでしまうということもまた現実によそでは起きていることであります。その辺のこ

ともにらみながら今年度のところは、今ほど次長が申し上げたようなやり方で行かせていた

だきたい。次年度以降、何ていいますか、今年度、状況を聞いた皆さんが多少考えられるよ

うになってきたら、一緒に考えていくというふうな進め方をしていきたいなと思っておりま

す。 

進め方の一つのかたちといたしましては、私どもが五十沢地区でやってまいりましたよう

に、地域の皆さんと一緒に考える。どういう問題があるか、それにはどうやっていったらい

いか。そういったふうなことを一つ一つ具体的に検討しながら、じゃあ、やはり統合がいい

なというふうになったらその時期をいつごろにしようかとこんなふうなかたちで進めていく

のも一つの方法だろうと。こんなふうには思っております。 

○若井達男君  成果の概要８１ページです。この中に体育施設利用実績が出ております。

これも今ほどの議論の中にありました文化スポーツ公社の方に指定管理で出されておる部分

だと思いますが、この施設利用についてはここに記されてありますようにインドアスポーツ、

またもしくはアウトドアスポーツ施設というようなことに分けてみることができると思いま

す。そしてこうした中を見たときに、それぞれの現況の利用実績が出ておるわけです。これ

がやはり先ほども議論がありましたが、文化スポーツ公社に出しっ放しというようなことに

もつながるのではないかと私は気がします。 

その上に立ってひとつ質問させていただくのが、それぞれこういった数字が出ておるわけ

ですけれど、この数字に対してやはり経済効果というのはちょっと厳しい。教育施設、そう

いった面から見たとき、教育的見地から見たときには難しいとは思うわけですが、これらを

波及的に見たときにどれだけの効果が出ておるかと。そういったものを調べておるかどうか。

その点をまずお聞かせください。 

○社会教育課長  特に調べたということはございません。 

○若井達男君  やはりこれらは今に限ったことでなく、今までもまた今後も私は重要な問

題だと思っております。市長にお伺いしますが、今回一般質問でも野球場問題云々、そうい

った中に運動公園の整備とかなり質疑がされたわけですが、これから例えば運動公園の整備

検討委員会を作られるというときに、そういった検討の場所に何をもって――これこそ一般

からの募集、識者等が入られるわけですが――何を材料として検討されていくのかというこ

とになりますと、やはりこういった数字というものはできることであれば、経済効果的には
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これくらいだと。また、波及効果的にはこれくらいなものだということがないとなかなか前

に進まないのではないかというような感じがしております。 

ちょっと話が飛びますけれども、野球場問題になりますと別に佐藤池球場でなくても、あ

そこは――よく市長は悠久山だ佐藤池だという話が出されますが――佐藤池球場はこれはご

存知のように谷地、沼地の中に作られているというようなことで中越沖地震にもやはりそれ

なりの被害が出ておるわけですが。そこまで行かなくてもちょっと調べてみようと思いまし

たら、広神村、合併前の広神村には公式野球場、これが備えられています。これは野球場だ

けでなくてやはりそこにはテニスコート、相撲場それらがあわせて９億円弱で建設されてお

りまして、平成４年、５年に経営されております。 

合併前、１０年前実際は南魚沼市も同じ年の合併になっていますので、１０年を経過して

いるわけですので、やはりそういったところが実際どれだけの経済効果をまた出し、波及効

果を生み出しているかどうか。あわせて議論されるところですけれども、ランニングコスト

がどうかということ。やはりこれはよく調べてからのしかかりではないかというふうにも私

は考えておりますし、広神村が決して大きな財政基盤の村ではなかったと思います。一般会

計予算が４７億円から４８億円、当時の六日町の半分にも満たっていない。そういったとこ

ろがやはりそれだけのものを持って、そして全国で魚沼市は全国で四つのモデル地区の合併

地域に指定されて、そしてその中から進んできまして１６年の１０月１日に合併をしたと。 

そういったとき果たしてそれがどれだけの重石になってきたのだろうかと。反対に重石で

はなくやはり合併に持ち込む財政調整基金と同じようなものだという、嫁入り財産だという

ようなことでどれだけの効果が出ておるかということ等やはりみるについては、こういった

ここに出ておる数字等は別に大原運動公園に限ったことではございませんが、大原運動公園

はこの中で一番やはり３万９,０００、４万という人間が利用されております。 

これから検討委員会を立ち上げるわけですし、あわせて決算でございますので、やはり決

算にこういった数字が出たときには少なからずともただ数字を羅列してくるのではなくて、

それなりのいいことばかりではなく、やはりマイナス面も当然のことながら考えるわけです

ので、そういったところの検証は必要だと思いますが、市長その点についてお伺いします。 

○市   長  この体育施設利用実績、学校、開放学校も含めてですけれども、これがな

かなか経済効果ということになりますとちょっとつかみづらい部分ですけれども、これだけ

の人数が利用して、では市民の皆さんにどういう効果があるのかということくらいはやはり

推測であっても出していかなければならないと思っております。おっしゃっていただいたこ

れから検討委員会設けますその大原運動公園、あるいは図書館ですね。そういうことについ

ても一番は、いろいろご意見のあるところは、１０億円かけるのであればそのお金を使って

何か別のことをしろと、これが一番。それから財政が厳しいのに何でそんなことをするのだ

ということ。それからおっしゃっていただいた維持管理費がどんなになるかわからない。冬

使えないのにもったいない。野球場だけだ――まあ野球場だけをとらえた議論ですけれども。 

そんなことでありますので、そういう部分をきちんと精査をして資料として出して、そし
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て今ここに出ている数字も野球場だけで３万、４万という利用があるわけですから、そうい

うことも含めて、では何が求められるのか。サッカーコートを整備した場合はどうなるか。

こういうことも含めてやらなければならないと思っております。 

佐藤池というのはこれも全く言葉じりをとらえるといいますか、私が佐藤池球場クラスの

で、お聞きをしたらあそこが約１０億円弱でできた。ですのであの程度のものをつくりたい

な、とすれば１０億円くらいですと。これがもう佐藤池で１０億円でとこうなって飛んで歩

いているのです。今でも１０億円、１０億円と言っている人がいっぱいいますけれども。こ

れは１０億円なのか１５億円なのか８億円なのかまだわかりません。この間申し上げたとお

り。 

ですので、おっしゃったように広神、それから十日町の笹山球場とか一応公式的な試合が

できるグランドというのはあります。ですので、私はやはりスタンド付きのという部分を想

定すると一番近いところといいますか、近い年度に建設したのが確か佐藤池だったと思いま

す。それでそういうことをお話し申し上げたのですけれども、わざわざ佐藤池まで視察に行

ってきていただいた方もいらっしゃるようですので。 

地盤沈下をしたり、非常に地盤があそこは悪くて毎回修繕していますね。そういうことも

ありますので、それは全くのそれを参考にした程度でありまして、モデルにするということ

ではございませんし。そんな状況ですので、ありとあらゆる資料はやはりいい資料も悪い資

料もすべて出して、その中で自由な議論をいただきたいと思っております。議員のおっしゃ

るとおりであります。 

○若井達男君  ぜひともそういったかたちでひとつ取り組みはお願いしたいと。このスポ

ーツ施設に限ったことではなくて、コミュニティー事業も始まっております。そういった中

に地域の開発センターの利用等も使っている地域、使っているそこへ行く方と、全くそれに

感知しない方ですとこの出てきた数字の見方も、何のためにこんなお金がかかっているのだ

ということにもやはりなろうかと思いますので。特にこの話はちょっと横道にそれましたが、

教育長、元へ返りますが、そういったコミュニティー事業、それからこういった体育施設の

利用、インドア、アウトドアを踏まえても、やはりそういったところでひとつぜひともこの

効果――経済的効果は先ほど申し上げましたようにやはり教育施設なものですから、医療施

設、教育施設についてはなかなか難しいと思うわけですが、そういったことをやっていただ

きたいと思いますが、一言お願いします。 

○教 育 長  今までそういった観点で施設を見てこなかったということに対しては大変

申し訳ないと、このように思っております。今後はそれぞれの施設の何ていいますか、Ｂ／

Ｃではありませんが、いかにその効果をあげていくかという観点から、あるいはまたどのよ

うに使われているかというところを検証する、そういう観点から各施設を見てまいりたいと

このように思います。 

○和田英夫君  ３２４ページ図書館費でお伺いをします。これは資料に図書館の利用状況

が出ておりますからそれはわかりましたが、担当から３年くらい前からの資料をいただいて
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今ここに手元に持っているのであります。波はあるが１８年、１９年、２０年で利用者、あ

るいは特に登録者人数は３０パーセントくらいいっているのですが、全体的に減少傾向です。

それはそれでそのとおりですが、そこでお伺いしたいわけです。デジタル図書館、あるいは

電子図書館ともいうものが非常に我々が知らないうちに充実をして、あるいは家にいながら

にしてそういう図書館を利用されている国民といいますか市民が多いと思うのです。 

それでこの２０年度の決算のこの数字に、直接的なデジタル図書館利用者というものが増

えて、これが減少傾向になっているとは私はちょっとわかりませんが、いわゆるその２０年

度あるいは将来的にそういったデジタル的な電子的な図書館利用者が増えるのかなという気

がするのですが、その辺はそちらの方の専門家の皆さんはどういう見方をされているか。 

○教 育 長  決して専門家ではないのですが、昨今では特に若者の間では小説とかそう

いったものも本で読むのではなくて、パソコンとか携帯で読むのだというふうなことを前に

見たり聞いたりした覚えがございます。そういったことが今、議員がおっしゃるデジタル図

書館というふうなことにもなろうかと思うのでありますが。これらもものによってはただで

ずっと読めるというふうなことがありますと、人中に出たくない、家の中でパソコンを使っ

てお茶でも飲みながら本が読みたいという若い者には、そういったものがもっともっと増え

ていくだろうと、こういうことが予測されます。 

私どもはそういう使い方をされる若い方々のことをどうこうと言うつもりはないのであり

ますが、ただ私どもが一番図書館の利用者として注意をしなければならないのは、やはり高

齢者の方で図書館に通ってきて、そして読みたい本を探してそして借りていって読むと。そ

れを楽しみにしておられる方々がやはり多いこともまた事実でありますので、私どもはこう

いった利用者の皆さんの方に重点をおいた図書館の整備といいますか研究をしていきたいな

と、こんなふうに思っております。 

ただ、携帯電話やパソコンで読むその小説等々も、そこから始まって１冊の単行本になっ

て出版されるというものも随分多いのだそうでありまして、そういう意味ではデジタル図書

館といいますか、そういったデジタル画面で本を読んでいる皆さんも、またいつか図書館に

来てくれるという、そういうことにもつながっていくのかもしれませんが。私が知っている

範囲は以上でございます。 

○和田英夫君  そういう解釈もそのとおりでありますけれども、既に例えば国会図書館と

かそういう公的な図書館でも、いわゆる従来の刊行図書の本文をいわゆるデジタル画像にし

て大いに活用しています。確かに小説的な見なさる方もありますし、よく見ますとやはり哲

学、歴史あるいは社会科学、自然科学、あらゆる分野のものをきちんと分類して、まさにい

ながらにしてそれが勉強できるという、もうそういう時代なのですね、時代。今現在がそう

でなくても。 

そこで総務課長、総務部長、この市民の南魚沼市民のもちろん今教育の関係でパソコン教

室、教育をやっているから年代は分かれますが、かなりパソコンの習熟度は多いわけです。

まあまあ想像するに４０代、５０代くらいの市民はかなりの部分がパソコンをお持ちになり、
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あるいは例えばこれはわかりやすい言葉で言えばいわゆるネット人口。これがどのくらい―

―市民です。市民でそういう認識ですね。６万２,０００市民の中でそういう人口はどのくら

い。あるいは例えば４０代の半ばくらいはかなりできるのではないか、その辺の認識はどう

ですか。 

そこでちょっと伺いたいわけでありまして、そこで教育長。例えばデジタル図書館の利用

者が市民の何割かに――順々に私は上がると思うのです。そうしたときに先般の一般質問で

人口一人に対して３冊の図書が必要、ひとつの基準ですね。そういうのが例えば３カ所の図

書館に通っている皆さんが、ある部分がデジタル図書館利用者になるということは、逆に言

うと市民の中の比率が落ちるわけです。そういう場合の図書の必要数というのはどういうふ

うに考えられるのですか。 

○総務部長  まことに申し訳ありませんが、６万３,０００人いる市民の中のネット人口が

どの程度というのは、私は現状態で把握をしておりません。申し訳ありません。 

○教 育 長  先ほどの答弁で私の認識が非常に浅いということがよくわかりまして反省

をしております。今、総務部長からもいわゆるネット人口はわからないということでありま

すが、仮にこの先どんどんと増えていくということだけは容易に想像ができますが、しかし、

そうなった後でありましても図書館の蔵書数ということについてはやはり必要なのだろうな

という気がいたします。 

というのは私どもの図書館で必ずしもそのデジタル化が、蔵書のデジタル化がどこまで進

められるかというところもひとつありますし、中にはデジタル化になかなか載せにくい蔵書

というふうなものも、資料というふうなものもあるのではないかなというふうな気もいたし

ます。 

そしてまた、この地域のことを取り上げたいわゆる郷土もの等々につきましては、やはり

自分たちで電子化をしないとなかなか電子化が進まないのではないかなというふうな、これ

も想像であります。その辺のことを考えますとこの地域に根ざした資料とかいわゆるこの郷

土について書かれた図書、こういったものについてはもっともっと充実させていく必要があ

るのではないのかなと、こんなふうに思うところであります。 

○和田英夫君  いわゆるそのデジタル図書館なるもの認識というのは私もそんなに勉強し

ているわけではありませんし、教育長も今ほどの答弁のようでありますが、それはそれ以上

は聞きませんが、いずれにしてもそういったひとつの社会動体ですね。そういう中でせっか

く市の効率的な行財政、市民が求めている例えば図書行政は図書行政の中で、本当に必要な

ら確かにそろえていいが、そうでないひとつのいわゆるデジタル図書館なるものがかなり普

及して、年代が過ぎるごとにかなり言われるように増えていくわけですから。例えば利用を

ほとんどしないような刊行物というものを、人口一人当たり３冊だいうようなことをしゃく

し定規に考えることではなくて、やはりこれからは考えていくべきだと私は思うのですが、

認識を十分にひとつまた努めていただきたいと思います。 

○教 育 長  議員おっしゃるようにデジタル化というふうなのはもう社会の大きな流れ
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でありますので、今後の例えば情報館、図書館等々の整備に際しましては、そういった今ご

指摘をいただきましたようなことにつきましても十分配慮しながら検討していきたいと、こ

のように考えております。 

○牧野 晶君  ３３８、３４０ページですけれども、給食センター・自校方式の夏休みの

臨時職員さんのどこに就いてというのは、どういうふうに考えておられたのかについて。実

績についてお聞かせいただきたいのですが。 

というのは、そんなことはないと思うのですが、やはり夏休みの期間は生徒がいないわけ

ですね。その期間にちょっと小耳に挟んだのは、ほかのところに回ってもらうという話をし

たなどといううわさもちょっと聞いているのですが、そこのところの実態についてどういう

ふうになっているのかお聞かせいただきたい。 

ちょっと総務部長のさっきの答弁は余りいい答弁ではなかったなという。ネット人口は把

握していませんというような、総務部長が言うべきことではないのではないのかなという思

いがあるのですが、その点をお願いします。 

○学校教育課長  夏休み期間の調理員さんのことについては、子育て支援課とともに協議

をしました。ということは学校の方は夏休みがあります。保育園の方はないということで、

彼ら、彼女たちがいずれ異動したときに交流ができるということで考えてみたのですが、二

つの給食センターとも、夏休みだからこそやらなければならない点検だとか掃除だとかとい

う作業がありましたから、検討はしたのですが今回については実施しないできております。

引き続きそういう余地があるのかどうか、２課で協議しながら検討していきたいと思ってお

ります。以上です。 

○総務部長  正直申し上げて、ネット人口というのが何を指すのかを私が承知をしており

ません。例えば私もインターネットはしますが、それは１日１回するかしないかですので、

果たしてそれがネット人口なのかどうか。では携帯でネットをしているかと言われると、携

帯でネットは私はしておりませんので、どれをとらえてネット人口と言えばいいのか、ちょ

っと承知をしておりません。 

ただ、先ほどの和田議員の質問の中にもありましたが、おおむね６０歳以下の方はどこか

で、いわゆる勤め人ですとかやっていた方は触っているわけですので。現在小中学校の子ど

もたちが大きくなれば１００パーセント、パソコンには触れることになるわけです。現在の

南魚沼市でのネット人口は何名かと言われても、私にはお答えができません。以上です。 

○牧野 晶君  総務部長、ちょっと話がそれてしまうのですが。総務部長の方から、要は

今回補正で光ファイバーなんていうのをやっているのに、ネット人口わかりませんよという

言い方というのは、問題があるのではないかというので言っているのに、なおさらそれに輪

をかけて言わせるのかという話になってしまうので、そこのところもうちょっとうまい答弁

を考えてほしいなという思いがあるのですが。突っ込まなければよかったのですが、突っ込

まずにいられなかったので、すみません。 

あとそれと学校教育課長にちょっと。調整をしたとか、また夏休みだからこそ掃除ができ
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るとか、そういう点は正直わかるわけです。ただ、じゃあ私がすごく思うのが、３６５日で

朝・昼・晩調理している。例えば今はもう委託したのですけれども、病院とかだって掃除を

したり管理をする、そこの部分があるのに学校現場は別というのも、何か説得力が私はない

ように感じてしまうのですが。そういう点あるのに、まあ今後もちょっと頑張ってみますよ

というのは、それはそれでいいので頑張ってほしいなという思いがあるので、しっかりやっ

てください。 

あとそれとページがちょっと教育だと・・・全般的な、例えば小学校でも中学校でもプー

ルがあるわけです。夏休みのプールというのもあるわけですけれども、そういう点に関して

よくたまに水の事故があったとか、そういうのがあるわけです。基本的に保護者の事業だと

いうのはわかるのですが、例えばその時間だけ給食している人をちょこっと配置して、親方

ではないですけれども、何かあったとき必ず対処できる親方みたいな、ぼんといられるよう

な方がいると、また本当の緊急時のときは対処できるのではないかなという思いも、前から

ずっと思っていたのです。そういう点を考えていただければなと思います。 

○学校教育課長  プールの夏休み使用については、今ほど言われるように保護者の主催と

いうことになっております。ただ、現状についてはなかなか、ではといって学校の先生が全

然見ないかということではありませんもので、その辺は原則論と現実とは離れていまして、

教師もきちんとその辺は注意深く見ておりますもので、ご安心願いたいというふうに思って

います。 

○議   長  質疑を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって第１０款教育費に対する質疑を終わります。 

○議   長  暫時休憩いたします。再開は３時１５分といたします。 

（午後２時５６分） 

○議   長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後３時１５分） 

○議   長  第１１款災害復旧費の説明を求めます。 

○産業振興部長  それでは３４３、３４４でございます。１１款災害復旧費、１項の農林

水産施設災害復旧費、１目の農林水産施設災害復旧費でございます。従来何もなければこの

当初予算にございます２００万円前後くらいで収まるわけでございますが、たまたま昨年は

７月２７日の局地的な豪雨ということで、ここに補正を３,１００万円ほどさせていただいて

なおかつ予備費の流用をさせていただいたという内容でございます。 

決算内容につきましては２,３００万円ほどの支出でございますし、予備費の充用額につき

ましては一番丸ぽちのところでございますが、農林施設災害復旧費のうちの単独部分。これ

は補助対象ではない部分でございますが、このうちの測量設計費の部分に使わせていただい

たものでございます。 

なお、この農林施設災害復旧費のうちの災害復旧補助金でございますが、これは取水堤と
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いうか、取水の部分が大分被害を被りましたので、細かい部分がたくさんございまして、土

地改良区さんを事業主体にしてその分に応分の補助金を出したといいうような内容でござい

ます。 

それからその下の方の補助対象の部分の災害復旧費でございますが、山口の堤の部分。こ

れは一応仮設工事というかたちになりましたので、取水用のポリ管布設等で７２０万円ほど

でございます。それから林道山口線の災害復旧工事で６４０万円。ただ、ここも雪降り前の

工事でございましたので、大部分の本体工事は明許繰越によりまして１,０００万円ほど繰越

しさせていただきまして、この年の部分は６４０万円ということで対応させていただきまし

た。以上でございます。 

○建設部長  引き続き第２項１目の公共土木施設災害復旧費でございます。これも昨年の

７月２７日の水害によるものでございます。執行額が６,９１５万６,０００円ということで

前年よりも６,４００万円ほど増になっております。 

予備費の充用につきましては、５７７万５,０００円につきましては下段の応急復旧費の単

独部分ということで測量設計等委託料、査定用の設計書の作成でございます。下段の３１２

万７,０００円につきましては、応急復旧工事費でございます。あと修繕料、機械器具借上料

については既設の予算の中で対応させていただいたというものでございます。 

次の３４５、３４６ページをお願いしたいと思います。これが今度は補助部分でございま

す。補助事業につきましては査定を道路災が４カ所、河川災が１カ所ということでしていま

したが、２０年度決算では道路災害復旧工事が広堀線と大倉１１号線の前払金、広堀線につ

いては完了しましたので精算と。あと河川災害復旧工事費が阿寺沢が１件ということでござ

いまして、繰越明許費５,４１４万６,０００円につきましては、そのほかの道路３カ所の繰

越。２１年度の繰越というものでございます。以上で説明を終わらせていただきます。 

○議   長  災害復旧費に対する質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

 質疑を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって第１１款災害復旧費に対する質疑を終わります。 

○議   長  第１２款公債費、第１３款諸支出金、第１４款予備費の説明を求めます。 

○総務部長  ３４５、３４６ページをお願いいたします。第１２款公債費をご説明申し上

げます。１目元金でございますが、備考欄をご覧をください。元金償還金が５０億２,１０４

万円ほどであります。内訳といたしまして長期債元金償還金が３４億７,９６５万９,５１８

円。長期債繰上償還金が１３億６,６７６万５,３１１円。長期債借換償還金が１億７,４６２

万円であります。 

２目利子でございますが、利子償還金７億５,６２７万６,２３２円は長期債利子と一時借

入金の利子でございます。 

別冊の歳入歳出決算資料８５ページに記載をしておりますが、当年度末の起債残高は３６
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２億１,２３５万１,０００円となり、前年度より２４億１,８００万円ほどの減額ということ

になりました 

 次に第１３款諸支出金に移ります。１目普通財産取得費でありますが、３４７、３４８を

お願いをいたします。土地購入費といたしまして２,１６０万円ほどの執行でございます。土

地開発公社から水無原公共用地――大和インターのところでございますが――の買戻しで１,

７２０万３,９２８円。街路仲通り線関連の代替地取得で４３９万９,９６４円の執行でござ

います。なお、水無原用地の買受人との協議から至急に処理が必要なこととなりましたので、

予備費対応とさせていただいたものでございます。 

 第１４款予備費でありますが、備考欄記載のとおり全２８件、額にして５,８６６万５,０

００円をそれぞれの款、項、目に充用をさせていただいたものでございます。以上で第１２

款、第１３款、第１４款の説明を終わります。 

○議   長  公債費、諸支出金、予備費に対する一括質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

 質疑を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって第１２款公債費、第１３款諸支出金、第１４款予備費に対す

る質疑を終わります。 

○議   長  以上で第８３号議案、平成２０年度南魚沼市一般会計決算認定についての

質疑を終わります。 

○議   長  それでは討論を行います。まず原案を認定することに反対者の発言を許し

ます。 

○笛木信治君  平成２０年度南魚沼市一般会計決算、反対の立場で討論をするものであり

ます。当初予算でも反対をしておりますので決算においても反対ということでありますが、

しかしながら本決算では審議の過程でも明らかでありますように、財政健全化計画はその目

標を達成しております。数値はさらに高いところを求めなければなりませんが、計画年度で

は達成しているということであります。このことは評価しないわけにはまいりません。決算

でも元利合計では５７億円の償還をしております。２６億円からの借り入れをやりながらで

ありますが、こうした決算数字上で私どもは別に異論があるわけではありません。 

この決算はいわゆる景気対策がありまして、当初予算よりも大幅に膨らんでおります。定

額給付金であるとか、いろいろな景気対策がとられたわけでありますが、問題はこのことに

よって市民の暮らし、あるいは景気が好転したかどうかということでありますが、もちろん

正しく検証するわけにはいきません。感じでありますが、なかなか皆さんの中にはそうした

良かったと、良くなったというような話を聞かないというのも実態であります。全国的な傾

向でもそうでありますから、この景気対策がその目的とする効果をあげ得なかったというこ

とが言われると思うわけであります。 

決算自体はいつも申し上げますが、いわゆる少子高齢化社会を迎えましてお年寄り対策、
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それから子育て対策が必要でありますから、この土木費と民生費が構成比で逆転するという

現象が相次いで方々の自治体で起きております。当市でもこれが一層この幅が開いてくると

いうふうに考えているわけでありますが、実際にはなかなかそうはいきません。 

しかしながら、この政府の構造改革あるいはリーマンショックというようなことから、今、

市民の暮らしは非常に困窮している状態にあるわけでありまして、この市民の暮らしをやは

りどう援助したか、支援したかということがこの決算の最大の眼目でならなければならない

と思うわけですが、その点で申しますと私は必ずしも満足すべき状態ではないというふうに

言わざるを得ないのであります。 

この市民の暮らしの低迷は市税の減少に何よりも表れております。財政力指数は一応右肩

上がりに上がっておりますが、２０年度単年度で見てみますと０.４９８ということでありま

すから、今後減少の方向に向かっていくということは明らかであります。私はこうした中で

この本決算がなお介護、施設入所希望者のこの解消ということに、あるいは介護利用者の利

用料の減免であるとか、あるいは介護手当の増額であるとか、あるいは自立支援法、障害者

の皆さんの暮らし支援であるとかという点では、まだやはり大きな課題を残したということ

がいえると思います。 

そういう意味でおきまして、いろいろは申し上げませんが、当初予算にも反対しておりま

すので、決算においても反対するものであります。以上。 

○議   長  次に原案を認定することに賛成者の発言を許します。 

○高橋郁夫君  第８３号議案、平成２０年度南魚沼市一般会計決算認定について、こぶし

会を代表し賛成の立場で討論に参加させていただきます。昨年は大変急激な経済の落ち込み

により、市内事業者もその影響を受け、結果雇用状況も大変厳しさを増している現在です。

その中で当市はいち早く市内業者への信用保証料の補給や緊急雇用対策を進めてきました。 

また、市単独の幾つかの子育て支援、小中学校や公共施設の耐震補強及び大規模改造、大

和スマートインターの拡幅改良工事、大和クリーンセンター増設工事、バレーボールアカデ

ミーの誘致、大河ドラマ天地人プロジェクト推進による様々な事業、また、下水道整備の推

進など多種にわたり推進されました。 

その中で監査報告の意見書でも示されましたが、財政健全化計画の２０年度目標は、相対

的には達成したとの報告がありました。また、実質公債費率につきましては１９年度２３.

３パーセントということで０.２パーセントの訂正がなされましたが、２０年度には２２.９

パーセントということでやや改善されております。 

私はこの急激な経済状況の中、これだけ多くの事業を進め、財政健全化目標も達成された

２０年度決算につきましては、点数にしたら９０点、大変評価すべきであると思います。先

ほど反対の討論もあったわけですが、私は市政の運営に１００点満点ということは理想では

ありますが、あり得ないと思っております。やはり足りない点を次にどうしてつなげていい

かということだと思っております。 

そうであれば今決算についてはぜひ全会一致で賛成していただくことが、ひいては職員の
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士気を高め健全な市政運営につながるかと思います。以上の理由により賛成の立場で討論に

参加させていただきました。ぜひ反対討論された方も考え直していただき、全員の賛成をよ

ろしくお願いいたします。以上です。 

○議   長  次に反対者の発言を許します。ありませんか。 

賛成者の発言を許します。 

○若井達男君  南政クラブ、つつじクラブを代表いたしまして賛成討論を行います。先ほ

ど４番議員の賛成討論、その前の１９番議員の反対討論。一歩返せば反対討論の方も４番議

員が言われましたように、まさに賛成の一歩手前であるというふうに私も聞いておりました。 

前にも言いましたがこの賛成・反対というものにつきましては、何が何でも反対しなくて

はならないという立場の人、もう少しだけれど何とか反対しておかなくてはならない立場上

と。そういった反対の二通りがあると思います。そんなことで今ほど申し上げましたように、

１９番議員の反対討論もまさにもう一歩だというふうに考えております。 

前段はさておきまして、この予算執行これについてはまずは「入るを図り、出るを制す」

というこれは今始まったことでなくて、やはり今、天地人では景勝公、兼続公が米沢に入り

ました。その米沢に入ったときの前主、城主は蒲生氏郷――これは近江の商人でございます

――が会津若松、黒川城に入ってきたときに行った施策が、入るを図るということから始ま

っておるそうでございまして、これが今現在日本の収支の予算制の始まりだとも言われてお

ります。 

そういったところから見たときに、この２０年度決算につきましては２８８億６,８００万

円からスタートしたわけでございますが、歳入済額で３００億円ということで、この年２０

年度ですが、六つの主要施策を行っております。先ほど４番議員の方からも詳しくお話がご

ざいましたが、これは大体的につかみますと教育環境の充実と、そして二つ目に子育て支援

の拡充と。そして三つ目がコミュニティー活動の推進。そして四つ目が大河ドラマ天地人プ

ロジェクトの推進と。そして今年行います２００９年に行われます国体への準備ということ

と、やはりこれはそれぞれの議員、また登壇者も発言されておりますが、財政健全化計画の

健全化ということです。そしてこれは５カ年計画を立てておりますので、ちょうど中間年に

当たるということでございますが、これもこれだけの施策を持った中にやはり最終的にきち

んと収めたと。収まったということだと思いますので、大変私は大きな評価をいたします。

点数的に言いますと私は９１点ではないかというふうに考えておるところでございます。 

ただ、残りの９点はこれは何をかくそう、やはり１００パーセントであればいいわけです

が、そもそも諸問題は残っております。経常収支比率はやはりこれも監査の方の指摘がござ

いますが９５.１パーセント。昨年は９３パーセント、その１８年度は８９パーセントという

ことで、これらは反対に右肩上がりであってはならない。私は多くは望みませんが水平８５

パーセント、水平でいっておればいいのではないかということで、ただ単にこの数字が高く

なったということを検討したときには、何もしないでいればこれは数字は高くならないので

す。何もしないで事業を起こさない、そういうことでやっておればこれは高くはならないの
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です。内容が私は問題だというふうにつかんでおります。９５パーセントの中には、実質収

支９５パーセント。これだけ今ほど申し上げました事業、施策を行ってきたという結果だと

いうことで、私は９１点という評価をいたしております。 

いずれにせよ、まだまだ問題を抱えておりますが、この２０年度決算につきましてはまさ

に先ほどの前者でございませんが、全員一致のひとつ賛成を持ちまして、この決算を私は賛

成するものでございます。ひとつよろしくお願いいたします。 

○議   長  ほかに賛成者の発言はありますか。 

○牛木芳雄君  市民クラブ代表の牛木芳雄でありますが、私は市民クラブを代表して平成

２０年度一般会計決算これに賛成の立場で討論に参加いたします。 

当年度はアメリカのサブプライムローンに端を発した金融の不安定化、まさにリーマンブ

ラザーズ社が破たんをしたのは昨年の明日でありました。さらには円高、そして原油高、そ

して何より百年に一度と言われた経済不況の年でありました。当地においても夏以降急速に

雇用状況が悪化し、有効求人倍率の低下やパートや臨時雇用の人たちの失業の増加、まさに

地域経済にとって未曾有の年でありました。このような中での財政の運営でありました。 

歳入では歳入総額３００億２,０７７万円。歳出総額２９１億８,８８４万円。繰越分４億

５,５１７万円。差し引き実質収支３億７,６７６万円の黒字でありました。単年度収支では

４,７７９万円の赤字になるわけでありますけれども、少雪による除雪費の経費の４億数千万

円の減の幸運もありましたけれども、財政調整基金への積立やあるいは繰上償還を加味する

と実質単年度収支１８億１,４２２万円の黒字となったところであります。歓迎をするところ

であります。 

しかし、財政力指数は０.５０９で１には遠く及ばず、経常収支比率は９５.１で財政の硬

直化は一段と進みました。実質公債費比率は２２.９と前年より若干改善をされましたけれど

も、依然として高い比率であることは変わりありません。景気の悪化で法人市民税の落ち込

みはマイナス１５.７パーセントと予想以上であり、不納欠損額８,４７８万円余り、これは

１３.８パーセントとなり歳入確保については十分な注意が必要であると思います。 

このような中にあって歳出を見ますと市歌の制定、学校耐震診断あるいは補強工事の推進、

五十沢小学校の統合事業、塩沢地域給食センター建設に着手をしました。また、子育て支援

では妊婦健診の助成増、ほのぼの広場開催回数増と積極的に取り組んできたわけであります。 

大河ドラマプロジェクトに１億６,９０５万円を出し、南魚沼市を全国に売り出すことへの

取り組みは今年の天地人博、この成功につながっているものだというふうに思っております。 

また、国体リハーサル大会を成功させるなど、将来を見据えて市民生活に直結した投資事

業に取り組み、財政健全化計画３年目の達成率は１０２.９パーセントとなったことは、私は

高く評価したいと思います。 

なお、現今の経済状況と雇用は一段と悪化しており、歳入確保は厳しいものとなっていま

す。監査意見にもありますように市民の信頼と協力を得るように限られた予算の有期的な執

行のために、開かれた市政の展開を強く望んで賛成討論といたします。大勢の議員各位から
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ご賛同いただきたいと思います。 

○議   長  ほかにありますか。 

 討論を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって討論を終わります。 

○議   長  採決いたします。第８３号議案 平成２０年度南魚沼市一般会計決算認定

について、本案は原案のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数。よって第８３号議案は原案のとおり認定することに決定いたしました。 

○議   長  以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

○議   長  お諮りいたします。本日の会議で一般会計決算の審議は終了いたしました

ので、明日９月１５日は休会としたいと思いますがご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって明日９月１５日は休会とすることに決定いたしました。 

○議   長  本日はこれで散会いたします。次の本会議は９月１７日午前９時３０分か

ら当議事堂で開きます。お願いいたします。ご苦労さまでした。 

（午後３時４４分） 


